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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標

│
│
「
大
東
亜
共
栄
圏
」
構
想
下
で
の
形
成
過
程 

│
│

安
　
　
達
　
　
宏
　
　
昭

は
じ
め
に

　

本
稿
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
下
の
日
本
に
お
い
て
、「
大
東
亜
共
栄
圏）

1
（

」
構
想
の
も
と
で
圏
内
の
主
要
な
物
資
・
製
品
の
長
期
的
な
生
産
目
標
が
立

案
さ
れ
た
過
程
を
分
析
す
る
も
の
で
あ
る
。

　

開
戦
後
、
日
本
政
府
内
で
は
、
企
画
院
と
商
工
省
が
、
共
栄
圏
内
の
長
期
的
生
産
目
標
の
作
成
に
か
か
り
、
各
産
業
統
制
会
の
資
料
を
得
て
、
大
東
亜

建
設
審
議
会
に
お
い
て
、
第
五
部
会
答
申
の
別
表
と
し
て
一
五
年
後
の
「
仮
目
標
」
を
確
定
し
た
。
そ
れ
が
（
表
1
）
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
数
値
は

当
時
、
極
秘
と
さ
れ
た
。

こ
の
目
標
の
作
成
過
程
に
つ
い
て
、
す
で
に
筆
者
は
『「
大
東
亜
共
栄
圏
』
の
経
済
構
想
―
圏
内
産
業
と
大
東
亜
建
設
審
議
会
―）

2
（

』
で
、
そ
の
過
程
を

解
明
し
た
。
し
か
し
、
そ
の
後
、
山
崎
志
郎
氏
か
ら
、
以
下
の
よ
う
な
批
判
が
な
さ
れ
た
。

同
書
は
審
議
会
の
政
策
検
討
作
業
が
、
実
際
の
政
策
に
反
映
さ
れ
て
い
く
と
し
て
、
そ
の
役
割
を
過
大
に
評
価
し
て
い
る
。
現
実
の
政
策
は
、
本
章

で
も
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
全
て
極
秘
裏
に
開
戦
前
か
ら
第
六
委
員
会
で
基
本
方
針
が
決
定
さ
れ
、
長
期
計
画
と
し
て
は
所
管
省
庁
で
大
東
亜
国
土
計

画
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
が
策
定
さ
れ
て
お
り
、
当
座
の
年
度
計
画
と
し
て
は
軍
政
当
局
に
よ
っ
て
占
領
地
域
の
交
流
計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
た
。
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審
議
会
の
審
議
事
項
は
新
聞
等
で
大
き
く
取
り
上
げ
ら
れ
、
一
〇

年
後
の
共
栄
圏
像
が
明
か
に
過
大
な
期
待
を
込
め
て
描
か
れ
て
お

り
、
具
体
的
な
政
策
に
は
連
動
し
て
い
な
い
。
む
し
ろ
、
政
府
の

「
広
報
機
関
」
と
し
て
位
置
づ
け
る
べ
き
存
在
で
あ
っ
た）

3
（

。

こ
の
批
判
に
は
、
多
く
の
論
点
が
含
ま
れ
て
い
る
。
第
一
に
、

審
議
会
の
検
討
内
容
が
実
際
の
政
策
に
反
映
さ
れ
て
い
く
と
い
う

点
、
第
二
に
、「
現
実
の
政
策
」
は
第
六
委
員
会
で
基
本
方
針
が

決
定
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
、
第
三
に
、「
現
実
の
政
策
」
で
は

長
期
計
画
と
し
て
は
、
大
東
亜
国
土
計
画
や
第
二
次
生
産
力
拡
充

計
画
が
策
定
さ
れ
て
い
て
、
審
議
会
が
答
申
し
た
方
策
は
一
〇
年

後
の
共
栄
圏
像
へ
の
期
待
が
過
大
に
込
め
ら
れ
、「
具
体
的
な
政

策
」
と
連
動
し
て
い
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
れ
ら
の
論
点
は
、
密
接
に
関
連
し
て
い
て
、
そ
れ
ら
が
つ
な
が
っ
て
、
最
終
的
に
は
、
最
も

大
き
な
論
点
で
あ
る
、
審
議
会
は
「
広
報
機
関
」
と
い
う
評
価
に
な
っ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
こ
の
批
判
が
、
筆
者
が
解
明
し
た
内
容
と
異
な
る
点
を
指
摘
し
た
い
。
第
一
の
論
点
で
あ
る
審
議
会
の
政
策
検
討
作
業
が
実
際
の
政
策
に
反
映

さ
れ
て
い
く
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
は
、
筆
者
は
序
章
の
第
二
節
に
「
審
議
会
答
申
の
影
響
力
」
と
い
う
項
目
を
設
け
て
、「
結
果
と
し
て
、
答
申
は
大

本
営
政
府
連
絡
会
議
で
決
定
さ
れ
る
『
国
策
』
に
は
な
ら
ず
、
あ
く
ま
で
も
『
参
考
』
と
な
っ
た
た
め
、
大
東
亜
地
域
全
体
に
関
連
す
る
政
策
と
し
て
の

影
響
力
は
著
し
く
低
下
し
た
。
こ
の
た
め
、
南
方
占
領
地
で
は
、
答
申
が
示
し
た
方
針
よ
り
も
現
地
軍
が
独
自
の
政
策
を
尊
重
し
た
場
合
も
あ
っ
た
。
ま

た
、
大
東
亜
全
域
の
施
策
に
つ
い
て
は
、
実
際
に
は
戦
局
の
悪
化
や
物
資
の
逼
迫
か
ら
応
急
的
な
対
応
に
追
わ
れ
た
た
め
に
、
長
期
計
画
で
あ
っ
た
答
申

が
実
際
の
政
策
に
ど
の
程
度
影
響
を
与
え
た
の
か
を
分
析
す
る
こ
と
は
難
し
い）

4
（

」
と
述
べ
た
。
す
な
わ
ち
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
は
、
特
に
経
済

表 1　大東亜建設審議会第 5部会答申「大東
亜産業（鉱業、工業及電力）建設基本
方策」に付された「別表（建設仮目標）」

物資・製品など 目標数値

鋼材（千トン） 30,000

銅（千トン） 600

鉛（千トン） 450

ニッケル（千トン） 45

アルミニウム（千トン） 800

硫安（千トン） 6,000

メタノール（千トン） 2,000

石炭（千トン） 600,000

天然石油（千キロリットル） 20,000

人造石油（千キロリットル） 8,000

船舶（新造累計千トン） 20,000

電力（新設累計千 KW） 46,000

出典） 「大東亜産業（鉱業、工業及電力）建設基
本方策（第 5部会答申案）」（『美濃部洋次
文書』東京大学付属図書館所蔵、No. 4614）

備考） 1.　 単位は、史料に記されたものを掲載し
た。

　　　2.　 目標数値は 15年先の年産額である。
　　　3.　 この表は、1942年 7月 23日の大東亜

建設審議会総会で決定、内閣に答申さ
れた。
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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

建
設
に
つ
い
て
は
、
一
五
年
先
（
批
判
に
あ
る
一
〇
年
先
で
は
な
い
、
た
だ
し
山
崎
氏
は
同
書
二
五
三
頁
で
は
「
一
五
年
」
と
記
述
し
て
い
る
）
に
達
成

す
る
長
期
計
画
で
あ
っ
た
た
め
、そ
の
後
の
戦
局
の
悪
化
に
と
も
な
う
年
度
ご
と
の
計
画
に
対
す
る
影
響
を
測
定
す
る
の
は
難
し
い
、む
し
ろ
影
響
は
「
著

し
く
低
下
」
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
か
っ
た
と
述
べ
た
の
で
あ
る
。
第
二
の
論
点
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
見
解
が
導
き
だ
せ
る
で
あ
ろ
う
。
そ
も
そ
も
、
大

東
亜
建
設
審
議
会
は
、
一
九
四
二
年
二
月
に
設
置
さ
れ
、
答
申
が
出
そ
ろ
う
の
は
、
四
二
年
七
月
で
あ
っ
た
の
で
、
開
戦
直
後
の
政
策
に
影
響
を
与
え
る

こ
と
は
無
理
で
あ
っ
た
。

筆
者
の
拙
著
で
明
ら
か
に
し
よ
う
と
し
た
の
は
、「
戦
争
終
結
後
を
見
通
し
た
共
栄
圏
の
『
構
想
』
は
、
現
実
化
し
な
か
っ
た
側
面
が
多
く
」
あ
る
が
、

「
構
想
を
分
析
し
て
い
く
こ
と
は
、
当
時
の
日
本
の
政
策
主
体
が
、
ど
の
よ
う
な
課
題
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
」
こ
と
で
あ
り
、
大

東
亜
共
栄
圏
建
設
に
「
取
り
組
む
う
え
で
明
確
に
な
る
矛
盾
や
限
界
を
解
明
す
る
こ
と
」
で
あ
っ
た）

5
（

。
こ
の
た
め
、
分
析
の
際
に
注
目
し
た
の
は
、
審
議

会
の
答
申
が
実
際
の
政
策
に
与
え
た
影
響
よ
り
も
、
む
し
ろ
当
時
に
お
け
る
実
際
の
政
策
や
政
策
課
題
が
答
申
内
容
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
た
か
に
つ
い

て
で
あ
っ
た
。
第
四
〜
六
部
会
の
答
申
の
決
定
過
程
の
分
析
は
、
そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
分
析
を
行
っ
た
つ
も
り
で
あ
る）

6
（

。

た
だ
し
、
審
議
会
の
答
申
は
、
結
果
的
に
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
で
「
参
考
」
に
し
か
な
ら
な
か
っ
た
が
、
第
四
部
会
の
答
申
作
成
作
業
中
は
、
長

期
計
画
の
「
国
策
」
と
し
て
決
定
さ
れ
る
可
能
性
を
は
ら
ん
だ
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
第
四
部
会
答
申
「
大
東
亜
経
済
建

設
基
本
方
策
」
は
、
五
月
八
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
て
い
る
。
政
府
は
、
そ
の
う
え
で
、
大
本
営
政
府
連
絡
会
議
で
そ
の
ま
ま
決
定
す
る
こ
と
を
企
図
し
て

い
た
。
こ
の
た
め
、
統
帥
部
は
内
閣
の
進
め
方
に
強
く
反
発
し
た
の
で
あ
っ
た）

7
（

。
審
議
会
の
答
申
は
、
当
初
か
ら
ど
の
よ
う
な
扱
い
に
な
る
か
決
ま
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
現
在
か
ら
み
れ
ば
、
こ
う
し
た
統
帥
部
の
反
発
に
あ
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
「
参
考
」
程
度
の
も
の
（
後
に
八
月
二
一
日
に
答

申
は
「
政
府
施
策
の
基
準
」
と
の
閣
議
決
定
が
な
さ
れ
る）

8
（

）
と
の
評
価
が
で
き
る
が
、
当
時
、
最
初
の
答
申
を
作
成
し
て
い
る
過
程
で
は
、
長
期
計
画
の

「
国
策
」
と
し
て
強
い
影
響
力
を
持
つ
可
能
性
も
存
在
し
て
い
る
と
立
案
担
当
者
は
考
え
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
企
画
院
、
商
工
省
、
な

ど
の
各
省
庁
は
、
そ
れ
ぞ
れ
が
実
施
に
移
そ
う
と
し
て
い
た
政
策
を
答
申
に
盛
り
込
も
う
と
、
激
し
く
対
立
し
た
の
で
あ
る）

9
（

。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
よ
う

な
複
雑
な
政
治
的
位
置
の
変
遷
を
め
ぐ
り
、
現
地
軍
に
も
答
申
が
送
ら
れ
た
審
議
会
を
、
一
言
で
評
価
す
る
の
は
難
し
い
と
い
え
る）

10
（

。

さ
て
、
三
つ
目
の
論
点
で
あ
る
長
期
計
画
に
つ
い
て
は
、
大
東
亜
国
土
計
画
や
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
と
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
に
盛
り
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込
ま
れ
た
目
標
や
言
及
さ
れ
た
期
間
計
画
と
の
関
係
が
重
要
で
あ
る
。
山
崎
氏
は
、
拙
著
に
対
す
る
書
評
に
お
い
て
も
、「
企
画
院
で
は
こ
の
時
期
に
日

満
支
経
済
圏
か
ら
さ
ら
に
原
油
等
の
南
方
開
発
物
資
を
含
め
た
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
を
検
討
し
て
い
る
が
、
そ
こ
で
は
審
議
会
で
の
荒
唐
無
稽
と
も

言
え
る
過
大
な
目
標
と
は
異
な
っ
て
、
よ
り
現
実
的
な
計
画
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
著
者
が
審
議
会
の
政
策
決
定
へ
の
関
与
を
強
調

す
る
の
は
違
和
感
が
残
る）

11
（

」
と
述
べ
て
、
審
議
会
答
申
で
の
長
期
的
生
産
目
標
が
「
荒
唐
無
稽
」
で
「
現
実
的
」
で
な
い
と
主
張
し
て
い
る
。
そ
し
て
、

そ
れ
ゆ
え
に
政
策
決
定
へ
の
関
与
が
な
く
、
審
議
会
は
「
広
報
機
関
」
と
い
う
評
価
に
直
接
的
に
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う）

12
（

。

こ
の
点
に
つ
い
て
、
筆
者
は
、
大
東
亜
国
土
計
画
と
の
答
申
内
容
全
体
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
、
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
が
、
目
標
の
作
成
過
程
と

の
関
連
に
つ
い
て
は
、
言
及
し
て
い
な
か
っ
た
。
ま
た
、
答
申
で
定
め
ら
れ
た
生
産
目
標
と
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
と
の
関
連
は
検
討
し
て
い
な
か
っ

た
。そ

こ
で
、本
稿
で
は
、こ
の
二
つ
の
「
現
実
的
」
な
計
画
と
、審
議
会
で
議
論
さ
れ
第
五
部
会
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
た
長
期
的
な
生
産
目
標
で
あ
る
「
仮

目
標
」
と
の
関
係
に
つ
い
て
、
そ
の
作
成
過
程
で
の
関
連
か
ら
分
析
を
行
い
た
い
。

ま
た
、
拙
著
で
は
、
審
議
会
の
答
申
作
成
に
あ
た
り
、
産
業
配
置
と
産
業
再
編
成
の
統
制
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
企
画
院
と
商
工
省
が
対
立
し
た
こ
と

を
明
ら
か
に
し
た
。
生
産
目
標
の
作
成
も
、
こ
れ
ら
の
省
庁
が
あ
た
っ
て
い
た
。
し
か
し
、
拙
著
で
は
、
こ
の
目
標
の
作
成
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
省

庁
の
関
係
に
は
十
分
に
着
目
し
て
い
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
長
期
的
な
生
産
目
標
に
つ
い
て
も
、
そ
の
作
成
に
携
わ
っ
た
省
庁
の
協
調
と
対
立
の
視
点
か

ら
捉
え
な
お
し
た
い
。

こ
れ
ら
の
分
析
を
踏
ま
え
て
、
答
申
の
「
仮
目
標
」
や
大
東
亜
共
栄
圏
の
長
期
計
画
が
、
当
時
に
お
い
て
「
荒
唐
無
稽
」
と
考
え
ら
れ
て
い
た
の
か

を
検
討
し
、
こ
の
時
期
の
長
期
的
生
産
目
標
が
持
っ
た
特
徴
・
問
題
点
・
意
義
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
し
て
、
審
議
会
の
役
割
が
、
山
崎
氏
が

指
摘
す
る
よ
う
に
、「
広
報
機
関
」
あ
る
い
は
「
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
で
の
国
民
動
員
機
関）

13
（

」
に
過
ぎ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い）

14
（

。
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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

一
．
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
設
置
と
産
業
建
設
計
画

（
一
）　

大
東
亜
建
設
審
議
会
の
設
置

　

す
で
に
拙
著
で
述
べ
た
こ
と
で
あ
る
が
、
ま
ず
は
議
論
の
前
提
に
な
る
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
設
置
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
き
た
い
。

　

大
東
亜
建
設
審
議
会
は
、
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
開
始
後
の
一
九
四
二
年
二
月
一
〇
日
の
閣
議
決
定
に
よ
り
設
置
が
決
ま
っ
た
。
設
置
の
方
針
は
「
大
東

亜
建
設
ニ
関
ス
ル
総
合
的
企
画
並
ニ
之
ガ
遂
行
ニ
関
ス
ル
国
家
総
力
発
揮
ノ
完
璧
ヲ
期
セ
ン
ガ
タ
メ
」
で
あ
り
、「
内
閣
総
理
大
臣
ノ
監
督
ニ
属
シ
大
東

亜
建
設
ニ
関
ス
ル
重
要
事
項
（
軍
事
及
外
交
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ヲ
除
ク
）
ニ
付
其
ノ
諮
問
ニ
応
ジ
テ
調
査
審
議
シ
及
之
ニ
建
議
ヲ
為
ス
コ
ト
」
と
さ
れ
た）

15
（

。

総
裁
に
は
首
相
が
就
き
、
委
員
に
は
政
財
界
の
有
力
者
が
任
命
さ
れ
た
。
幹
事
長
は
企
画
院
総
裁
（
鈴
木
貞
一
）
が
任
命
さ
れ
、
幹
事
に
は
企
画
院
次
長

（
安
倍
源
基
）
が
入
り
、
幹
事
補
佐
に
は
企
画
院
総
裁
官
房
総
務
室
第
一
課
長
（
総
合
国
力
の
拡
充
運
用
に
関
す
る
政
策
を
担
当
、
毛
利
英
於
菟
）、
第
二

課
長
（
日
満
支
経
済
を
担
当
、
中
西
貞
喜
）、
第
三
課
長
（
南
方
経
済
を
担
当
、
上
原
義
雄
）
が
加
わ
る
な
ど
、
審
議
会
の
運
営
は
企
画
院
が
行
う
も
の

で
あ
っ
た）

16
（

。

　

官
制
の
公
布
は
二
月
二
一
日
で
、
第
一
回
総
会
は
二
月
二
七
日
に
開
催
さ
れ
た
。
第
一
回
総
会
で
政
府
か
ら
提
示
さ
れ
た
四
つ
の
諮
問
に
あ
わ
せ
て
四

つ
の
部
会
が
設
置
さ
れ
た
。
第
一
部
会
が
「
総
合
」、
第
二
部
会
が
「
文
教
」、
第
三
部
会
が
「
人
口
及
民
族
」、
第
四
部
会
が
「
経
済
」
を
担
当
し
た
。

そ
こ
で
具
体
的
な
審
議
が
進
め
ら
れ
た
。
五
月
四
日
の
第
二
回
総
会
で
、
第
一
部
会
の
「
大
東
亜
建
設
ニ
関
ス
ル
基
礎
要
件
」
と
第
四
部
会
答
申
案
「
大

東
亜
経
済
建
設
基
本
方
策
」
が
決
定
さ
れ
、
さ
ら
に
第
四
部
会
答
申
の
具
体
化
の
た
め
新
た
に
四
つ
の
部
会
の
追
加
設
置
が
決
定
さ
れ
た
。
新
た
な
四
つ

の
部
会
は
、
第
五
部
会
は
「
鉱
工
業
及
電
力
」、
第
六
部
会
は
「
農
林
水
畜
産
」、
第
七
部
会
は
「
交
易
及
金
融
」、
第
八
部
会
は
「
交
通
」
を
担
当
し
た
。

第
一
・
第
四
部
会
を
除
く
、
六
つ
の
部
会
の
答
申
は
、
七
月
二
三
日
に
開
催
さ
れ
た
第
五
回
ま
で
の
総
会
に
お
い
て
、
順
次
報
告
・
決
定
さ
れ
た）

17
（

。

　

委
員
は
各
部
会
に
配
属
さ
れ
た
が
、
各
部
会
で
は
委
員
の
ほ
か
に
専
門
委
員
が
置
か
れ
、
そ
の
多
く
は
実
際
の
専
門
家
が
任
命
さ
れ
た
。
幹
事
に
は
、

各
省
の
次
官
ク
ラ
ス
の
高
級
官
僚
が
入
る
と
と
も
に
、
統
制
会
の
理
事
長
が
多
く
任
命
さ
れ
た
。
統
制
会
は
、
一
九
四
一
年
九
月
に
公
布
さ
れ
た
重
要
産

業
団
体
令
に
基
づ
い
て
業
種
ご
と
に
設
置
さ
れ
た
統
制
団
体
で
あ
り
、
当
該
産
業
に
関
す
る
生
産
統
制
や
資
材
分
配
な
ど
を
担
当
し
た
。
四
二
年
一
月
に
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は
、
商
工
省
が
第
一
次
指
定
を
行
っ
た
鉄
鋼
、
石
炭
、
鉱
山
、
産
業
機
械
な
ど
の
九
業
種
一
二
の
統
制
会
の
設
立
が
な
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
統
制
会
に
は
、

代
表
と
し
て
会
長
が
お
り
、
そ
の
も
と
に
理
事
長
が
置
か
れ
た
が
、
会
長
は
委
員
に
、
理
事
長
は
幹
事
に
任
命
さ
れ
た
者
が
多
か
っ
た
。
そ
し
て
、
幹
事

補
佐
に
は
各
省
の
課
長
ク
ラ
ス
の
官
僚
が
つ
い
た
。
各
部
会
の
部
会
長
に
は
、
関
係
す
る
省
の
大
臣
が
つ
き
、
部
会
の
運
営
は
大
臣
が
所
属
す
る
省
庁
が

担
当
し
た）

18
（

。

　

一
九
四
二
年
に
開
催
さ
れ
た
八
つ
の
部
会
の
構
成
を
み
る
と
、大
東
亜
共
栄
圏
の
経
済
面
で
の
建
設
の
検
討
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
部
会
で
審
議
さ
れ
た
内
容
は
、
短
期
的
な
も
の
で
は
な
く
長
期
的
な
計
画
で
あ
っ
た
。
経
済
建
設
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
二
期
一
五
年

間
で
の
目
標
が
設
定
さ
れ
、
第
一
期
は
「
長
期
戦
ニ
応
ズ
ル
経
済
態
勢
ヲ
整
備
」
し
、
第
二
期
は
「
新
世
界
経
済
ニ
対
ス
ル
皇
国
ノ
指
導
力
ヲ
確
立
」
す

る
こ
と
が
目
標
と
さ
れ
た
。
答
申
で
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
の
年
数
は
示
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
審
議
段
階
で
は
第
一
期
五
年
間
と
第
二
期
一
〇
年
間
で
全

部
で
一
五
年
と
い
う
時
期
設
定
が
な
さ
れ
て
い
た
。

こ
う
し
た
審
議
会
の
構
成
の
も
と
、
ま
ず
は
第
四
部
会
で
一
五
年
先
の
大
東
亜
共
栄
圏
内
の
経
済
建
設
と
、
主
要
な
物
資
・
製
品
の
長
期
的
な
生
産

目
標
の
検
討
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

長
期
的
な
産
業
建
設
目
標
立
案
へ
の
着
手

　

政
府
は
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
委
員
や
幹
事
に
、
統
制
会
の
会
長
や
理
事
長
を
起
用
し
た
よ
う
に
、
長
期
的
な
生
産
目
標
の
検
討
も
、
統
制
会
で
計

画
案
を
作
成
さ
せ
て
、
そ
れ
を
利
用
し
な
が
ら
立
案
し
て
い
っ
た
。
生
産
目
標
の
検
討
開
始
か
ら
統
制
会
の
資
料
提
出
ま
で
の
経
緯
に
つ
い
て
も
、
す
で

に
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
。
し
か
し
、
時
系
列
を
追
っ
て
説
明
し
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
そ
の
経
過
が
わ
か
り
づ
ら
か
っ
た
。
こ
こ
で
、
再
度
、
整
理
し

て
説
明
し
て
お
き
た
い
。

　

大
東
亜
建
設
審
議
会
の
設
置
が
決
定
さ
れ
た
直
後
の
一
九
四
二
年
二
月
一
二
日
に
、
商
工
省
総
務
局
生
産
拡
充
課
は
、「
東
亜
ニ
於
ケ
ル
総
合
経
済
建

設
計
画
ノ
基
準
案
作
成
ニ
関
ス
ル
件）

19
（

」
を
作
成
し
た
。
こ
の
文
書
に
は
、
商
工
省
が
「
企
画
院
総
務
室
ヨ
リ
内
示
ア
リ
タ
ル
別
紙
開
発
目
標
試
案
ヲ
参
考

ト
シ
各
物
資
別
ニ
夫
々
統
制
会
ニ
於
テ
開
発
計
画
基
準
案
ヲ
作
成
シ
」
て
、「
大
東
亜
ノ
総
合
経
済
建
設
計
画
ノ
樹
立
ニ
資
ス
ル
」
と
、
統
制
会
に
お
い



7

戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

て
開
発
基
準
案
を
作
成
さ
せ
る
方
針
を
採
る
こ
と
が
示
さ
れ
て
い
た
。
具
体
的
に
は
、
開
発
期
間
を
一
五
年
と
し
て
、
三
期
に
区
分
し
、
物
資
別
に
各
期

間
ご
と
に
開
発
計
画
の
方
針
を
確
立
す
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
文
書
末
に
は
、
文
中
に
あ
っ
た
「
企
画
院
総
務
室
ヨ
リ
内
示
ア
リ
タ
ル
別
紙

開
発
目
標
試
案
」
で
あ
る
、
二
月
九
日
に
企
画
院
総
務
室
第
二
課）

20
（

が
作
成
し
た
「
開
発
目
標）

21
（

」
が
添
付
さ
れ
て
い
た
。

　

そ
の
企
画
院
総
務
室
が
作
成
し
た
「
開
発
目
標
」
に
は
、
前
提
条
件
と
し
て
期
限
を
一
五
年
な
い
し
二
〇
年
後
と
し
、
立
地
範
囲
は
大
東
亜
共
栄
圏
の

地
域
に
限
る
が
、
資
源
上
や
む
を
得
な
い
場
合
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
イ
ン
ド
も
含
め
る
と
し
て
い
た
。
目
標
は
、
物
資
別
に
記
さ
れ
、
鋼
材

三
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
銅
六
〇
万
ト
ン
、
鉛
四
五
万
ト
ン
、
亜
鉛
四
五
万
ト
ン
、
錫
一
〇
万
ト
ン
、
ニ
ッ
ケ
ル
七
万
ト
ン
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
六
〇
万
ト
ン
、

石
炭
六
億
八
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
セ
メ
ン
ト
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
天
然
石
油
二
〇
〇
〇
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
、
人
造
石
油
六
〇
〇
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
、
イ
ソ
オ

ク
タ
ン
二
〇
〇
万
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル
、
船
舶
（
総
量
）
二
五
〇
〇
万
ト
ン
、
電
力
六
〇
〇
〇
万
キ
ロ
ワ
ッ
ト
、
棉
花
三
〇
〇
〇
万
担
の
数
値
が
示
さ
れ
て
い

た
（
主
要
な
数
値
は
（
表
2
）
に
記
入
）。

　

こ
う
し
た
こ
と
か
ら
、
企
画
院
総
務
室
と
商
工
省
総
務
局
が
連
携
し
て
、
一
五
年
後
の
主
要
な
重
要
物
資
や
産
業
建
設
目
標
の
策
定
作
業
に
着
手
し
、

商
工
省
を
通
し
て
、
そ
の
監
督
下
に
あ
る
各
統
制
会
に
資
料
作
成
の
協
力
を
求
め
よ
う
と
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
、
こ
れ
ら
の
文
書
は
、
商
工

省
か
ら
各
統
制
会
に
渡
さ
れ
た
。

　

商
工
省
は
、
二
月
二
〇
日
に
、
商
工
大
臣
官
邸
に
一
一
の
統
制
会
の
理
事
長
を
集
め
て
、
懇
談
会
を
開
催
し
た
。
一
二
の
統
制
会
の
う
ち
造
船
を
の
ぞ

く
鉄
鋼
、
石
炭
、
鉱
山
、
産
業
機
械
、
電
気
機
械
、
精
密
機
械
、
車
輌
、
自
動
車
、
セ
メ
ン
ト
、
貿
易
、
金
属
の
統
制
会
の
理
事
長
ま
た
は
理
事
が
、
こ

の
会
に
出
席
し
た
。
一
方
、
商
工
省
側
か
ら
は
、
総
務
局
長
の
神
田
暹
、
総
務
課
長
の
美
濃
部
洋
次
ら
を
中
心
に
、
各
局
の
課
長
ク
ラ
ス
ら
が
出
席
し
た
。

そ
の
場
に
お
い
て
、
前
記
の
二
つ
の
文
書
を
提
示
し
て
、
各
統
制
会
に
対
し
て
企
画
院
が
内
示
し
た
目
標
を
参
考
に
、
建
設
計
画
を
三
月
一
〇
日
ご
ろ
ま

で
に
、
ま
と
め
て
提
出
し
て
ほ
し
い
と
、
商
工
省
総
務
局
長
が
要
請
し
た
の
で
あ
る）

22
（

。

　

こ
れ
に
対
し
て
、
統
制
会
側
か
ら
は
、
目
標
数
値
に
対
し
て
疑
問
が
出
さ
れ
た
。
数
量
が
あ
ま
り
に
も
膨
大
過
ぎ
る
点
が
指
摘
さ
れ
、
特
に
石
炭
と
銅

に
つ
い
て
は
、
内
示
さ
れ
た
目
標
の
設
定
は
難
し
い
と
の
意
見
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
商
工
省
側
は
「
東
亜
共
栄
圏
確
保
ノ
軍
事
目
的
」
か
ら
、

こ
の
数
値
が
必
要
で
あ
り
、
鋼
材
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
が
基
準
に
な
り
、
他
の
物
資
は
バ
ラ
ン
ス
の
た
め
の
数
値
で
あ
る
の
で
、
各
統
制
会
か
ら
数
値
の
提
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示
を
受
け
て
、
そ
れ
を
参
考
に
し
て
企
画
院
と
と
も
に
修
正
し
た
い
と
返
答
し
た
。
こ
の
や
り
と
り
か
ら
も
、
商
工
省
は
企
画
院
と
協
力
し
て
、
長
期
的

な
生
産
目
標
を
作
成
す
る
意
図
を
持
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
統
制
会
側
は
、
ひ
と
ま
ず
商
工
省
の
要
請
を
受
け
入
れ
た）

23
（

。

　
『
朝
日
新
聞
』
は
、
こ
の
日
の
会
合
に
つ
い
て
、「
総
務
局
長
よ
り
の
最
近
に
お
け
る
重
要
な
る
商
工
行
政
の
立
案
に
関
す
る
進
行
状
況
に
次
い
で
、
大

東
亜
経
済
圏
確
立
に
対
す
る
統
制
会
と
し
て
の
協
力
に
関
し
て
意
見
の
交
換
を
遂
げ
」
る
と
と
も
に
、「
商
工
省
側
の
希
望
に
基
き
各
統
制
会
は
大
東
亜

経
済
建
設
計
画
に
対
す
る
そ
れ
ぞ
れ
の
基
礎
資
料
を
至
急
作
成
し
提
出
す
る
」
こ
と
に
な
り
、「
商
工
省
と
統
制
会
理
事
長
と
の
懇
談
会
は
今
後
毎
月
開

催
す
る
こ
と
」
に
な
っ
た
と
報
道
し
て
い
る）

24
（

。

（
三
）　

統
制
会
に
よ
る
計
画
案
の
提
出

　

依
頼
を
受
け
た
各
統
制
会
で
は
、
三
月
か
ら
四
月
に
か
け
て
、
建
設
計
画
案
を
商
工
省
に
提
出
し
た
よ
う
で
あ
る
。『
美
濃
部
洋
次
文
書
』
に
は
、
そ

れ
ら
の
計
画
案
が
数
点
収
め
ら
れ
て
い
る
。
鉄
鋼
統
制
会
が
三
月
一
八
日
に
作
成
し
た
「
大
東
亜
経
済
建
設
計
画
鉄
鋼
部
門
基
準
案
」（N

o. 4477

）「
製

鉄
資
源
埋
蔵
量
調
並
鉱
石
供
給
計
画
」（N

o. 4478
）「
大
東
亜
鉱
石
埋
蔵
量
調
」（N

o. 4479

）「
鉄
鋼
並
原
料
需
給
実
績
調
書
」（N

o. 4480

）
の
四
点
、

石
炭
統
制
会
が
四
月
八
日
に
作
成
し
た
「
東
亜
共
栄
圏
ニ
於
ケ
ル
石
炭
開
発
計
画
案
」（N

o. 4476

）、
鉱
山
統
制
会
が
四
月
一
一
日
に
作
成
し
た
「
東
亜

共
栄
圏
ニ
於
ケ
ル
開
発
計
画
―
非
鉄
金
属
―
」（N

o. 4481

）、
三
月
二
〇
日
に
作
成
さ
れ
た
燃
料
局
「
東
亜
ニ
於
ケ
ル
総
合
経
済
建
設
十
五
ケ
年
計
画
ノ

基
準
案
（
石
油
関
係
）」（N

o. 4475

）
な
ど
で
あ
る）

25
（

。
石
油
に
つ
い
て
は
、
統
制
会
が
な
か
っ
た
た
め
、
政
府
内
の
燃
料
局
が
計
画
案
を
作
成
し
た
の
で

あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ら
の
基
準
案
や
計
画
で
示
さ
れ
た
主
要
な
諸
製
品
・
物
資
の
各
期
（
五
年
ご
と
）
の
目
標
数
値
と
企
画
院
の
「
開
発
計
画
」
の
数
値
を
ま
と
め
た

も
の
が
（
表
2
）
で
あ
る
。
鋼
材
に
つ
い
て
は
、
一
五
年
後
の
目
標
で
あ
る
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
が
基
準
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
数
値
と
同
一
と
な
っ

て
い
る
。
そ
れ
以
外
の
物
資
に
つ
い
て
は
、
企
画
院
が
示
し
た
「
開
発
目
標
」
よ
り
も
少
な
い
目
標
数
値
が
多
い
。
の
ち
に
見
る
よ
う
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ

リ
ア
や
イ
ン
ド
を
含
め
る
こ
と
に
よ
り
、
よ
う
や
く
企
画
院
の
目
標
に
沿
う
数
値
が
出
せ
て
い
る
。
そ
れ
で
も
、
銅
だ
け
は
、
か
な
り
低
い
目
標
数
値
し

か
出
せ
て
い
な
い
。
で
は
、
諸
案
の
う
ち
主
要
な
も
の
に
つ
い
て
、
そ
の
内
容
を
見
て
い
こ
う
。



9

戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

　

鉄
鋼
統
制
会
が
作
成
し
た
「
大
東
亜
経
済
建
設
計
画
鉄
鋼
部
門
基

準
案
」
は
、
企
画
院
と
商
工
省
か
ら
示
さ
れ
た
期
間
・
範
囲
・
生
産

目
標
を
前
提
に
し
て
、「
今
後
執
ラ
ル
ヘ
キ
経
済
諸
方
策
ノ
根
本
的

事
項
ヲ
考
究
」
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
諸
物
資
の
生

産
目
標
の
基
準
と
な
る
鋼
材
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
の
生
産
を
、
一
五
年

先
に
実
現
す
る
た
め
、
五
年
ご
と
の
三
期
に
分
け
て
、
各
期
の
生
産

量
と
所
要
の
資
材
・
資
金
・
労
力
・
電
力
を
算
出
し
た
「
鉄
鋼
開
発

計
画
総
括
表
」
を
作
成
す
る
と
と
も
に
、
そ
れ
が
実
現
可
能
か
ど
う

か
、
過
去
の
増
産
実
績
と
今
後
の
増
産
比
率
を
比
較
し
て
、「
大
体

可
能
ナ
リ
ト
認
メ
ラ
ル
」
と
し
た
。
そ
し
て
、
基
本
方
針
と
期
間
別

建
設
方
針
を
立
て
、
諸
資
料
を
検
討
し
て
設
備
の
拡
充
計
画
や
原
料

の
需
給
計
画
な
ど
を
地
域
別
に
立
案
し
て
い
る
。
こ
の
第
一
期
の
五

年
後
の
鋼
材
の
生
産
目
標
は
一
〇
〇
三
万
七
〇
〇
〇
ト
ン
で
あ
り
、

こ
の
大
体
一
〇
〇
〇
万
ト
ン
の
数
値
も
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部

会
に
提
示
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。

　

一
方
で
、
こ
の
基
準
案
を
作
成
後
に
、
政
府
か
ら
指
示
さ
れ
た
前

提
条
件
に
つ
い
て
、
再
検
討
を
試
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
情
を
発

見
し
た
と
の
こ
と
で
、「
第
五
、
本
案
検
討
上
注
意
ヲ
要
ス
ル
重
要

事
項
」
に
お
い
て
鉄
鋼
統
制
会
の
参
考
意
見
を
記
し
て
い
る
。
こ
こ

で
重
要
な
意
見
は
、「
東
亜
共
栄
圏
自
立
ニ
ハ
濠
洲
及
印
度
鉄
鋼
資

表 2　各統制会等から提出された基準案の物資目標と企画院「開発目標」

各統制会等から提出された物資生産目標 企画院
「開発目標」 単位

物資 第 1期（42～ 46年） 第 2期（47～ 51年） 第 3期（52～ 56年）

鋼材 10,037 17,607 30,000 30,000 千トン

石炭 250,500（191,500） 339,500（259,800） 426,500（320,500） 680,000 千トン

天然石油 10,790 14,400 18,100 20,000 千 kl

人造石油 2,210 5,100 7,900 6,000 千 kl

銅 150（123） 177（142） 190（148） 600 千トン

鉛 298（173） 435（285） 500（345） 450 千トン

亜鉛 320（195） 412（262） 450（295） 450 千トン

錫 70 85 100 100 千トン

ニッケル 30（10） 47（17） 70（24） 70 千トン

出典） 鉄鋼統制会「大東亜経済建設計画鉄鋼部門基準案」（1942年 3月 18日）No. 4477、
石炭統制会「東亜共栄圏ニ於ケル石炭開発計画案」（1942年 4月 8日）No. 4476、
鉱山統制会「東亜共栄圏ニ於ケル開発計画－非鉄金属－」（1942年 4月 11日）
No. 4481、燃料局「東亜ニ於ケル総合経済建設十五ケ年計画ノ基準案（石油関係）」
（1942年 3月 20日）No. 4475（いずれの史料も『美濃部洋次文書』所収。）、「開発
目標」（1942年 2月 9日）総務室二課（企画院総裁官房）（商工省『南方問題経済懇
談会（大東亜建設方策）』所収、JACAR, Ref. A03032020000）より作成。）

備考）1.　 錫を除く各物資は、オーストラリア・インド・ニュージーランドを、開発範囲
に入れて試算されている

2.　表中の（　）の数値は、上記の 3地域を除外した目標数値である
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源
ハ
絶
対
確
保
ヲ
要
ス
」
と
し
た
点
で
あ
る
。
で
は
、
な
ぜ
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
イ
ン
ド
の
鉄
鋼
資
源
が
必
要
な
の
か
、
統
制
会
は
そ
の
理
由
を
次
の
よ

う
に
述
べ
て
い
る
。
こ
の
二
つ
の
地
域
の
鉄
鉱
石
が
確
保
で
き
な
い
場
合
、
日
満
支
で
鉱
石
を
確
保
す
る
し
か
な
い
が
、
そ
う
な
る
と
年
間
三
〇
〇
〇
万

ト
ン
の
鋼
材
生
産
に
必
要
な
鉱
石
は
、
わ
ず
か
二
七
年
間
で
枯
渇
す
る
、
し
か
し
二
つ
の
地
域
の
鉱
石
を
利
用
で
き
れ
ば
約
一
〇
〇
年
間
維
持
で
き
る
、

さ
ら
に
鋼
材
生
産
に
必
要
な
マ
ン
ガ
ン
鉱
石
は
そ
の
過
半
を
イ
ン
ド
に
求
め
る
し
か
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
鋼
材
の
年
間
生
産
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
維
持

す
る
に
は
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
と
イ
ン
ド
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
が
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　

石
炭
統
制
会
が
作
成
し
た
「
東
亜
共
栄
圏
ニ
於
ケ
ル
石
炭
開
発
計
画
案
」
で
は
、
開
発
計
画
の
立
案
の
前
提
に
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
・
イ
ン
ド
が
入
っ
て
い
た
。
そ
し
て
、
地
域
別
の
開
発
方
針
が
記
さ
れ
て
お
り
、
満
洲
と
北
支
で
の
埋
蔵
量
に
期
待
し
て
い
た
。
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

な
ど
の
当
初
の
作
戦
地
域
以
外
の
地
域
を
入
れ
て
も
、
生
産
量
は
四
億
二
六
五
〇
万
ト
ン
で
、
企
画
院
の
開
発
目
標
の
六
億
八
〇
〇
〇
万
ト
ン
に
は
は
る

か
に
及
ば
な
い
生
産
量
し
か
見
通
す
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

　

鉱
山
統
制
会
が
作
成
し
た
「
東
亜
共
栄
圏
ニ
於
ケ
ル
開
発
計
画
―
非
鉄
金
属
―
」
で
は
、
開
発
方
針
で
南
方
地
域
の
調
査
と
開
発
に
力
を
入
れ
る
こ
と

が
重
視
さ
れ
た
。
つ
ま
り
、「
必
要
ナ
ル
国
防
生
産
力
ハ
日
満
及
北
支
ニ
於
テ
之
ヲ
保
有
ス
ル
必
要
ア
ル
コ
ト
勿
論
ナ
ル
モ
非
鉄
金
属
ニ
就
テ
ハ
右
地
域

ニ
於
テ
自
給
生
産
力
ノ
確
保
困
難
ナ
ル
実
状
ニ
鑑
ミ
南
方
諸
地
域
ニ
於
ケ
ル
既
存
資
源
ノ
開
発
、
未
開
発
資
源
ノ
調
査
ヲ
積
極
的
ニ
推
進
ス
ル
要
ア
ル
モ

ノ
」
と
の
意
見
で
あ
っ
た
。

　

次
に
物
資
別
の
開
発
計
画
の
概
要
が
記
さ
れ
て
い
て
、
銅
、
鉛
及
亜
鉛
、
錫
、
ニ
ッ
ケ
ル
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
銅
に
つ
い
て
は
、
最
も
厳
し
い
判
断

で
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
イ
ン
ド
を
入
れ
て
も
企
画
院
が
示
し
た
六
〇
万
ト
ン
に
対
し
て
四
〇
万
ト
ン
以
上
の
不
足
が
生
じ
る
状
況
で
、
大
東
亜
広
域
圏

内
に
お
い
て
も
自
給
は
す
こ
ぶ
る
困
難
で
あ
る
と
の
見
通
し
で
あ
っ
た
。
と
り
あ
え
ず
、
開
発
の
重
点
を
フ
ィ
リ
ピ
ン
に
お
き
、
そ
の
既
存
鉱
山
の
積
極

的
に
開
発
を
す
る
と
と
も
に
、
南
方
諸
地
域
で
の
資
源
調
査
を
行
い
、
不
足
分
は
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
な
ど
で
代
用
補
填
す
る
よ
う
に
努
め
る
と
の
方
針
し
か

打
ち
出
せ
な
か
っ
た
。

　

鉛
と
亜
鉛
は
、
日
満
支
と
ビ
ル
マ
で
の
開
発
に
重
点
を
置
き
、
不
足
は
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
か
ら
の
供
給
に
期
待
す
る
と
し
て
い
た
。
錫
は
、
戦
前
か
ら

マ
レ
ー
や
蘭
印
で
多
く
生
産
さ
れ
て
お
り
、企
画
院
か
ら
示
さ
れ
た
目
標
の
一
〇
万
ト
ン
は
は
る
か
に
上
回
る
予
想
で
あ
っ
た
。
こ
の
た
め
生
産
制
限
や
、
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日
本
に
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け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

不
足
資
源
の
代
用
化
の
方
法
を
考
究
す
る
べ
き
と
し
て
い
た
。
ニ
ッ
ケ
ル
は
、
日
本
の
ほ
か
、
ビ
ル
マ
や
セ
レ
ベ
ス
の
鉱
山
を
積
極
的
に
開
発
す
る
も
、

一
五
年
後
の
年
産
は
二
万
四
〇
〇
〇
ト
ン
に
過
ぎ
ず
、
目
標
の
三
四
％
に
過
ぎ
な
い
た
め
、
ニ
ュ
ー
カ
レ
ド
ニ
ア
に
お
け
る
飛
躍
的
開
発
に
待
つ
ほ
か
な

き
実
情
で
あ
る
と
、
こ
ち
ら
も
厳
し
い
状
況
判
断
で
あ
っ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
、
各
統
制
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
諸
物
資
の
一
五
年
後
の
年
産
量
は
、
企
画
院
が
示
し
た
目
標
の
実
現
が
難
し
い
状
況
を
示
し
て
い
た
。
特

に
や
む
を
得
な
い
場
合
に
し
か
計
算
し
な
い
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
イ
ン
ド
を
含
め
て
も
、石
炭
や
銅
は
不
足
す
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、

鋼
材
年
産
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
は
可
能
と
い
う
判
断
や
、
こ
の
三
期
に
分
け
ら
れ
た
各
期
間
目
標
値
は
、
以
後
、
参
考
に
供
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
く
。

二
．
大
東
亜
国
土
計
画
の
影
響
と
大
東
亜
建
設
審
議
会

（
一
）　

大
東
亜
国
土
計
画
立
案
の
経
緯

　

企
画
院
で
は
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
を
検
討
し
て
い
る
同
時
期
に
、
同
じ
よ
う
な
長
期
計
画
構
想
を
立
案
し
て
い
た
。
国
土
計
画
か
ら
発
展
し

た
大
東
亜
国
土
計
画
で
あ
る
。
こ
の
大
東
亜
国
土
計
画
の
内
容
や
考
え
方
が
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
四
部
会
の
企
画
院
の
答
申
案
に
大
き
な
影
響
を
与

え
た
こ
と
は
す
で
に
拙
著
で
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
大
東
亜
国
土
計
画
の
立
案
の
全
体
的
な
経
緯
そ
の
も
の
の
解
明
は
不
充
分
で
あ
っ
た
し
、
主
要
な
物

資
・
製
品
の
長
期
的
な
生
産
目
標
と
の
関
連
も
明
確
で
は
な
か
っ
た
。
こ
の
間
、
大
東
亜
国
土
計
画
の
研
究
を
進
め
て
き
た
の
で）

26
（

、
そ
の
成
果
に
基
づ
い

て
関
係
を
明
確
に
し
た
い
。

　

国
土
計
画
は
、
一
九
四
〇
年
九
月
二
四
日
に
閣
議
決
定
さ
れ
た
「
国
土
計
画
設
定
要
綱）

27
（

」
に
よ
り
立
案
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
立
案
事
務
を
担
当
す

る
こ
と
に
な
っ
た
の
が
企
画
院
の
第
一
部
第
三
課
で
、
院
内
連
絡
会
議
や
各
省
と
の
国
土
計
画
関
係
官
会
議
を
随
時
開
催
し
て
、
基
礎
資
料
の
収
集
と
整

備
に
あ
た
っ
た）

28
（

。
ま
た
、
閣
議
決
定
で
は
、「
内
閣
ニ
官
制
ニ
依
ル
国
土
計
画
委
員
会
ヲ
設
置
シ
、
国
土
計
画
ノ
策
定
並
運
用
ニ
関
ス
ル
諮
問
機
関
タ
ラ

シ
ム
」
と
、
国
土
計
画
委
員
会
に
よ
り
計
画
を
決
定
す
る
予
定
で
あ
っ
た）

29
（

。

　

国
土
計
画
は
、
企
画
さ
れ
た
当
初
は
、
日
満
支
を
通
じ
た
「
国
防
国
家
態
勢
ノ
強
化
」
を
目
標
に
、
日
満
支
の
「
産
業
、
交
通
、
文
化
等
ノ
諸
般
ノ
施
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策
及
人
口
ノ
配
分
計
画
ヲ
土
地
ト
ノ
関
連
ニ
於
テ
綜
合
的
ニ
合
目
的
的
ニ
構
成
」 

す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
計
画
は
、
日
満
支
計
画
と
、
日
本
の
内
外
地
全

般
を
対
象
と
す
る
中
央
計
画
の
二
種
類
が
準
備
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
一
九
四
一
年
一
二
月
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
戦
争
の
開
始
に
よ
り
、
日
満
支
計
画
が
大
東

亜
全
域
を
カ
バ
ー
す
る
大
東
亜
国
土
計
画
に
発
展
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
戦
争
と
い
う
事
態
に
大
東
亜
共
栄
圏
の
形
成
を
急
ぐ
こ
と
に
な
り
、
そ

の
た
め
「
本
格
的
国
土
計
画
ノ
設
定
ハ
時
間
的
制
約
ノ
下
ニ
一
時
之
ヲ
見
送
リ
達
観
ニ
基
ク
大
綱
素
案
ヲ
作
成
ス
ル
コ
ト
」
に
な
っ
て
、
事
務
当
局
に
は

「
大
東
亜
国
土
計
画
大
綱
ノ
作
成
」
が
指
示
さ
れ
、
詳
細
な
計
画
作
成
は
見
送
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た）

30
（

。
こ
う
し
て
、
企
画
院
は
、
四
一
年
一
二
月
か
ら

計
画
の
大
綱
の
立
案
を
始
め
、
課
内
で
「
大
東
亜
国
土
計
画
素
案
」
を
四
二
年
三
月
六
日
に
完
成
し
た）

31
（

。
な
お
、
二
月
二
八
日
に
は
、
方
針
が
ほ
ぼ
同
じ

内
容
の
原
案
が
作
成
さ
れ
て
い
た）

32
（

。

　

一
方
で
、
大
東
亜
国
土
計
画
は
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
に
よ
る
大
東
亜
共
栄
圏
の
経
済
圏
構
想
と
重
な
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
し
て
、
大
東
亜
建
設
審

議
会
の
答
申
が
内
閣
に
提
出
さ
れ
、
今
後
の
施
策
の
基
準
に
な
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
前
述
の
「
大
東
亜
国
土
計
画
素
案
」
は
「
公
式
ノ
決
定
ト
ナ
ラ

ズ
単
ニ
事
務
当
局
ノ
試
案
ニ
止
マ
ル
コ
ト
ト
ナ
」 
っ
た）

33
（

。
ま
た
、
国
土
計
画
を
官
民
一
体
と
な
っ
て
決
定
す
る
た
め
の
国
土
計
画
審
議
会
も
設
置
さ
れ
な

か
っ
た
。
大
東
亜
国
土
計
画
が
公
式
の
決
定
と
な
ら
な
か
っ
た
と
い
う
点
は
重
要
で
あ
る
。
の
ち
に
立
案
さ
れ
る
計
画
案
も
、
政
府
内
の
参
考
意
見
と
し

て
影
響
を
与
え
る
の
み
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
か
ら
で
あ
る
。
と
は
い
う
も
の
の
、
大
東
亜
国
土
計
画
は
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
案
に
影
響
を
与

え
る
と
と
も
に
、
答
申
の
内
容
を
受
け
て
、
さ
ら
に
国
土
計
画
案
の
立
案
が
な
さ
れ
る
と
い
う
よ
う
に
相
互
に
関
連
し
て
い
く
関
係
と
な
る
。
次
に
そ
の

点
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う
。

（
二
）　

計
画
案
の
特
徴
と
審
議
会
答
申
案
へ
の
影
響

　

三
月
六
日
に
完
成
し
た
「
大
東
亜
国
土
計
画
大
綱
素
案
」
は
、
い
く
つ
か
の
特
徴
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
一
つ
が
、
二
段
階
の
計
画
策
定
で
あ
る
。
第

一
段
階
は
、
今
後
数
年
間
で
、
日
満
支
と
ビ
ル
マ
を
除
く
東
南
ア
ジ
ア
地
域
を
範
囲
と
し
、
戦
争
の
「
必
勝
」
態
勢
の
急
速
な
整
備
で
あ
っ
た
。
第
二
段

階
は
、
ビ
ル
マ
、
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン
ド
、
イ
ン
ド
を
も
含
み
、
大
東
亜
共
栄
圏
の
建
設
の
た
め
に
、
日
本
を
中
核

と
す
る
大
東
亜
防
衛
態
勢
の
確
立
を
主
目
標
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
段
階
に
目
標
に
あ
わ
せ
た
産
業
・
交
通
・
人
口
の
配
分
を
図
る
も
の
と
し
た
。
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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

そ
し
て
、
国
土
計
画
に
つ
い
て
は
、
戦
時
に
お
い
て
は
「
大
綱
素
案
」
を
作
成
す
る
こ
と
に
な
っ
た
た
め
、
三
月
二
〇
日
の
「
国
土
計
画
事
務
運
営
要
領
」

で
は
、
調
査
研
究
の
継
続
と
第
二
段
階
に
到
達
す
る
時
期
に
お
い
て
「
大
東
亜
共
栄
圏
ヲ
通
ズ
ル
国
土
計
画
ノ
完
成
ヲ
図
ラ
ン
ト
ス
」
る
こ
と
に
な
っ

た）
34
（

。

　

も
う
一
つ
の
特
徴
は
、
工
業
の
立
地
を
日
満
支
に
お
い
て
合
理
的
に
配
分
す
る
と
い
う
分
散
配
置
を
方
針
と
し
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
特
に
重
化
学
工

業
に
つ
い
て
は
、
朝
鮮
・
満
洲
・
北
支
に
立
地
を
定
め
て
い
た
。
そ
の
理
由
は
、
こ
れ
ら
地
域
の
資
源
賦
存
状
況
に
加
え
て
電
力
が
豊
富
で
あ
る
こ
と
、

さ
ら
に
日
本
内
地
へ
の
工
業
の
集
中
が
、
国
防
・
人
口
・
文
化
な
ど
の
観
点
か
ら
弊
害
が
大
き
い
た
め
、
そ
の
抑
制
を
図
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
素
案

で
は
、
地
域
別
で
は
な
く
産
業
別
の
方
針
に
よ
っ
て
示
さ
れ
て
い
た
。
こ
の
二
つ
の
特
徴
は
、
す
で
に
二
月
二
八
日
の
原
案
で
も
見
ら
れ
る
。
な
お
、
三

月
六
日
の
素
案
に
微
修
正
を
加
え
た
も
の
が
四
月
四
日
に
作
成
さ
れ
て
い
る）

35
（

。

　

こ
れ
ら
の
二
つ
の
特
徴
は
、大
東
亜
建
設
審
議
会
第
四
部
会
答
申
「
大
東
亜
経
済
建
設
基
本
方
策
」
の
企
画
院
原
案
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
に
な
っ
た
。

ま
ず
、
一
五
年
の
期
間
の
設
定
方
法
と
年
限
で
あ
る
。
そ
れ
ま
で
、
企
画
院
の
最
初
の
案
と
考
え
ら
れ
て
い
る
一
月
一
六
日
「
大
東
亜
共
栄
圏
建
設
基
本

要
綱）

36
（

」
で
は
、
一
五
年
を
三
期
に
分
か
ち
第
一
期
二
年
、
第
二
期
三
年
、
第
三
期
一
〇
年
の
期
間
計
画
を
前
提
と
し
て
い
た
。
ま
た
統
制
会
に
依
頼
し
た

の
も
、
三
期
一
五
年
（
各
期
五
年
）
の
期
間
計
画
で
あ
っ
た
。

　

そ
れ
が
、
二
期
一
五
年
と
し
て
立
案
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
第
四
部
会
の
答
申
案
は
、
一
九
四
二
年
三
月
九
日
案

で
は
、「
大
東
亜
産
業
建
設
ハ
概
ネ
一
五
ケ
年
ヲ
其
ノ
目
標
ト
シ
、
之
ヲ
二
期
ニ
分
チ
、
第
一
期
ニ
於
テ
ハ
大
東
亜
戦
争
遂
行
ニ
直
接
必
要
ナ
ル
重
要
国

防
資
源
ノ
確
保
及
大
東
亜
諸
民
族
ノ
生
活
最
低
限
度
ノ
保
証
、並
ニ
将
来
ニ
於
ケ
ル
産
業
飛
躍
ニ
備
フ
ル
為
基
礎
産
業
ノ
拡
充
ニ
重
点
ヲ
置
ク
」と
し
、「
第

二
期
ニ
於
テ
ハ
総
合
的
ニ
生
産
力
ヲ
拡
充
シ
大
東
亜
産
業
建
設
ヲ
完
成
ス
」
と
、
大
東
亜
国
土
計
画
の
二
段
階
の
考
え
に
近
く
な
っ
て
い
た）

37
（

。
翌
日
の
三

月
一
〇
日
案
で
は
二
期
一
五
年
で
一
期
五
年
、
二
期
一
〇
年
と
さ
ら
に
年
数
が
具
体
化
し
て
い
た
。

　

も
う
ひ
と
つ
の
特
徴
で
あ
る
、
重
化
学
工
業
を
日
満
支
に
分
散
配
置
す
る
と
い
う
構
想
も
、
審
議
会
答
申
の
原
案
に
影
響
を
与
え
た
。
一
九
四
〇
年
ご

ろ
の
企
画
院
は
、
中
国
を
「
日
満
産
業
」
を
「
補
強
」
す
る
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
て
い
た
。
し
か
し
、
三
月
一
〇
日
の
第
四
部
会
答
申
原
案
に
は
、
産

業
配
分
に
お
い
て
「
日
、
満
、
北
支
ヲ
其
ノ
中
核
地
域
ト
ス
ル
」
と
の
文
言
が
入
り
、
中
国
と
り
わ
け
北
支
の
位
置
づ
け
に
変
化
が
見
ら
れ
た）

38
（

。
そ
の
後



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
70
号

14

の
企
画
院
が
作
成
し
た
第
四
部
会
答
申
原
案
に
も
、「
日
、
満
、
北
支
」
を
「
中
核
地
域
」
と
す
る
と
い
う
文
言
は
入
り
続
け
た
。

　

こ
う
し
た
域
内
で
の
重
化
学
工
業
の
分
散
配
置
の
構
想
は
、
国
土
計
画
を
担
当
し
た
第
一
部
第
三
課
だ
け
で
な
く
、
審
議
会
答
申
作
成
を
担
当
し
た
総

務
室
に
も
共
有
さ
れ
る
も
の
と
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
も
そ
も
、
企
画
院
で
国
土
計
画
が
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
政
策
的
な
背
景
に
は
、
日
中

戦
争
開
始
以
後
、生
産
力
拡
充
に
よ
り
内
地
の
工
業
化
が
進
展
し
、都
市
に
人
口
が
集
中
す
る
な
ど
に
よ
り
、経
済
や
農
業
に
問
題
が
生
じ
た
た
め
で
あ
っ

た
。
企
画
院
に
は
、
総
合
的
な
観
点
か
ら
政
策
立
案
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
そ
こ
で
重
視
さ
れ
た
の
は
、
工
業
が
「
内
地
集
中
」
し
て
し
ま
っ
た
と

き
の
弊
害
で
あ
っ
た
。「
指
導
民
族
」
で
あ
る
「
大
和
民
族
」
の
人
口
増
加
や
食
料
自
給
を
考
慮
し
た
場
合
に
は
、
日
本
本
土
の
農
業
・
農
村
の
維
持
が

不
可
欠
で
、
工
業
地
域
が
日
本
本
土
に
集
中
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
維
持
が
困
難
に
な
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
。
一
九
四
一
年
一
月
二
二
日
に
「
人
口
政

策
確
立
要
綱）

39
（

」 

が
閣
議
決
定
さ
れ
、「
日
満
支
ヲ
通
ジ
内
地
人
人
口
ノ
四
割
ハ
之
ヲ
農
業
ニ
確
保
ス
ル
如
ク
措
置
ス
ル
コ
ト
」
と
、農
村
が
人
口
増
加
と
「
優

秀
ナ
ル
兵
力
」
の
供
給
基
盤
で
あ
り
、「
内
地
人
」
人
口
の
四
割
を
農
村
に
配
置
す
る
こ
と
が
決
め
ら
れ
た
。
企
画
院
で
は
、
国
土
計
画
を
検
討
す
る
な

か
で
、
人
口
政
策
と
食
糧
政
策
も
考
慮
し
て
、
工
業
の
大
陸
へ
の
分
散
を
主
張
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

（
三
）　

審
議
会
で
の
継
続
審
議
と
生
産
目
標
案
の
提
示

　

大
東
亜
建
設
審
議
会
第
四
部
会
は
、
四
月
九
日
の
第
四
回
と
四
月
一
七
日
の
第
五
回
の
会
議
で
、
幹
事
会
が
作
成
し
た
答
申
案
を
検
討
し
た
。
そ
し
て
、

一
部
の
語
句
を
修
正
し
た
だ
け
で
一
七
日
に
部
会
決
定
し
た
。
さ
ら
に
、
五
月
四
日
の
総
会
で
答
申
「
大
東
亜
経
済
建
設
基
本
方
策
」
と
し
て
決
定
さ
れ

た
。
答
申
と
し
て
確
定
す
る
間
に
、
一
五
年
間
の
二
期
に
わ
た
る
期
間
設
定
は
な
さ
れ
た
も
の
の
、
原
案
に
あ
っ
た
そ
れ
ぞ
れ
の
期
間
の
年
数
は
消
え
た
。

ま
た
、
重
要
物
資
や
製
品
の
生
産
数
値
目
標
は
記
載
さ
れ
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
企
画
院
が
主
張
し
た
「
日
満
北
支
」
を
「
中
核
地
帯
」
と
す
る
文
言
は
、

商
工
省
な
ど
の
反
対
に
あ
っ
て
、
明
確
に
は
取
り
入
れ
ら
れ
ず
、
答
申
の
文
言
は
き
わ
め
て
曖
昧
な
も
の
と
な
っ
た）

40
（

。

　

重
要
物
資
の
数
値
目
標
が
、
こ
の
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
の
は
、
お
そ
ら
く
四
月
中
に
は
新
た
に
、
鉱
業
・
工
業
・
電
力
、
農
業
、
交
易
・
金

融
、
交
通
の
新
た
な
四
つ
の
部
会
の
設
置
が
決
ま
っ
て
い
て
、
産
業
（
鉱
工
業
）
を
担
当
す
る
第
五
部
会
の
答
申
に
盛
り
込
む
予
定
で
あ
っ
た
た
め
と
考

え
ら
れ
る
。
こ
の
第
五
部
会
は
商
工
大
臣
が
部
会
長
、
商
工
次
官
が
幹
事
を
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ま
た
、
第
五
部
会
の
委
員
や
専
門
委
員
、
幹
事
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本
に
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産
業
建
設
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標
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に
は
、
統
制
会
の
会
長
・
理
事
長
、
有
力
な
鉱
山
や
工
業
の
会
社
の

社
長
な
ど
が
含
ま
れ
て
い
た
の
で
、
こ
の
場
が
物
資
の
目
標
数
値
を

議
論
す
る
場
と
し
て
適
当
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ

し
て
、
実
際
の
計
画
の
立
案
は
、
商
工
省
の
総
務
局
、
と
り
わ
け
総

務
課
が
行
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

41
（

。
す
で
に
四
月
三
〇
日
に
は
「
大
東

亜
産
業
建
設
方
策
」
と
い
う
原
案
が
、
お
そ
ら
く
商
工
省
で
作
成
さ

れ
て
い
た）

42
（

。
こ
の
「
方
策
」
に
お
い
て
、「
一
定
期
間
（
第
一
期
五
年
、

第
二
期
十
年
）
ノ
拡
充
目
標
ヲ
策
定
シ
テ
之
ヲ
行
フ
」
と
し
て
、
再

度
、
期
間
の
年
数
を
明
記
す
る
と
と
も
に
、
拡
充
目
標
の
数
値
を
策

定
す
る
方
針
を
示
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

第
五
部
会
の
審
議
は
、
五
月
一
四
日
か
ら
始
ま
り
、
一
九
日
の
第

二
回
会
議
で
「
特
定
重
要
資
源
生
産
拡
充
仮
目
標
」（
表
3
）
が
幹

事
で
あ
る
商
工
次
官
の
椎
名
悦
三
郎
か
ら
、
委
員
に
対
し
て
提
示
さ

れ
た）

43
（

。
こ
の
表
は
、
期
間
計
画
に
あ
わ
せ
て
、
第
一
期
の
最
終
年
度

の
五
年
後
と
第
二
期
の
最
終
年
度
の
一
五
年
後
の
数
値
目
標
が
記
さ

れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
目
標
数
値
は
、
鉄
鋼
統
制
会
の
計
画
案
な
ど

の
資
料
の
提
出
を
う
け
て
、
省
内
な
ど
で
検
討
し
て
作
成
さ
れ
た
も

の
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
経
緯
や
提
出
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
次
章

で
検
討
す
る
。
こ
の
五
月
の
中
旬
に
、
目
標
数
値
が
大
東
亜
建
設
審

議
会
に
提
出
さ
れ
た
こ
と
は
留
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

表３　特定重要資源生産拡充仮目標

資源名（単位） 第 1期 第 2期 1941年度実績

鋼材（千トン） 10,000 30,000 4,701

銅（千トン） 200 600 79

鉛（千トン） 150 450 23

ニッケル（千トン） 15 45 2

アルミニウム（千トン） 350 600 72

硫安（千トン） － － 1,698

メタノール（千トン） － －
石炭（千トン） 200,000 600,000 120,667

天然石油（千キロリットル） 10,000 20,000 ＊ 327

人造石油（千キロリットル） 2,000 6,000 202

船舶（新造累計千トン） 5,000 20,000 310

電力（新設累計千 KW） 10,000 46,000 ＊ 9,564

出典） 「特定重要資源生産拡充仮目標」は、1942年 5月 19日の大東亜建設審議会第 5部会
第 2回の部会で配布されたものと考えられる。この文書は、「柏原兵太郎文書」
No. 72（国立国会図書館憲政資料室）で、「大東亜建設審議会第五部会配布資料」と
記されている。

備考）1.　第 1期は 5年後の目標値、第 2期は 15年後の目標値である。
2.　 1941年度実績は企画院『昭和 17年度生産力拡充実施計画』1941年 10月 27日（原
朗・山崎志郎編集解説『生産力拡充計画資料』第 7巻（現代史料出版、1996年）
所収）より作成。数値は「日満支」または「日本」の合計。

3.　数値は、千トン未満を四捨五入した。
4.　 1941年度の天然石油生産の実績は、内地と台湾の「石油鉱山」の生産を合算し
たのみのデータである。

5.　1941年度の電力は、年度末設備能力の数値である。



東
北
大
学
文
学
研
究
科
研
究
年
報
　
第
70
号

16

　

商
工
省
が
、
審
議
会
に
「
特
定
重
要
資
源
生
産
拡
充
仮
目
標
」
を
提
出
し
た
ほ
ぼ
同
時
期
に
、
企
画
院
総
務
室
第
二
課
も
、
五
月
二
〇
日
に
「
大
東
亜

建
設
仮
目
標
達
成
ニ
要
ス
ヘ
キ
鋼
材
、
資
金
、
要
員
一
覧）

44
（

」
を
作
成
し
、
必
要
な
資
金
や
要
員
な
ど
を
検
討
し
て
い
た
。
そ
の
時
の
一
五
年
後
の
生
産
目

標
は
、
鋼
材
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
六
〇
万
ト
ン
、
石
油
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
船
舶
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
な
ど
、
商
工
省
が
審
議
会
に
提
出
し

た
第
二
期
案
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
っ
た
。
石
炭
の
み
、
石
炭
統
制
会
の
数
値
を
採
用
し
て
い
た
。
備
考
に
は
、
商
工
省
に
提
出
さ
れ
た
統
制
会
の
基
準
案
・

計
画
案
の
数
値
が
根
拠
と
し
て
挙
げ
ら
れ
お
り
、
統
制
会
か
ら
の
情
報
は
企
画
院
に
も
共
有
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
企
画
院
総
務
室
で
も
、
商
工
省
が
検
討
し
て
い
た
同
じ
頃
に
、
ほ
ぼ
同
じ
生
産
目
標
に
基
づ
い
て
必
要
な
物
資
、
資
金
、
人
員
を
試
算
し

て
い
た
。
つ
ま
り
、
商
工
省
と
企
画
院
の
間
で
共
通
認
識
を
持
っ
て
協
力
し
て
、
一
五
年
後
に
お
け
る
同
じ
生
産
目
標
を
実
現
す
る
た
め
の
検
討
を
行
っ

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
に
提
示
さ
れ
た
一
五
年
後
の
生
産
目
標
は
、
政
府
内
の
官
僚
に
は
、
長
期
計

画
と
し
て
は
「
現
実
的
」
な
政
策
課
題
と
し
て
の
意
義
を
持
っ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

で
は
、
こ
の
よ
う
に
生
産
目
標
数
値
の
実
現
に
協
力
し
て
検
討
し
て
い
な
が
ら
、
な
ぜ
企
画
院
と
商
工
省
は
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
幹
事
会
に
お
い

て
、
経
済
建
設
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
対
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

そ
の
問
い
に
向
か
う
前
に
、
す
で
に
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
簡
潔
に
企
画
院
と
商
工
省
の
対
立
の
構
図
を
確
認
し
て
お
こ
う）

45
（

。
企
画
院
は
、

大
陸
へ
の
重
化
学
工
業
の
分
散
配
置
を
狙
い
と
し
て
、
日
本
、
満
洲
、
北
支
を
大
東
亜
共
栄
圏
の
圏
域
に
お
け
る
「
中
核
地
帯
」
に
据
え
よ
う
と
し
た
。

こ
れ
に
対
し
て
、
商
工
省
は
日
本
本
土
内
に
重
要
産
業
や
機
械
工
業
な
ど
の
多
く
を
配
置
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
、「
中
核
地
帯
」
の
設
定
に
反
対
し
た
。

ま
た
、
商
工
省
は
、
重
要
産
業
統
制
会
を
大
東
亜
の
「
一
元
的
中
枢
機
関
」
と
し
て
産
業
再
編
成
に
当
た
ら
せ
よ
う
と
考
え
て
い
た
。
つ
ま
り
、
圏
域
経

済
の
産
業
配
置
と
産
業
再
編
成
の
統
制
方
法
を
め
ぐ
っ
て
、
対
立
し
た
の
で
あ
る
。

　

結
果
的
に
、
第
四
部
会
・
第
五
部
会
答
申
と
も
に
、「
中
核
地
帯
」
と
い
う
用
語
は
用
い
ら
れ
な
か
っ
た
が
、
第
五
部
会
答
申
で
は
、
実
際
の
地
域
別

産
業
配
置
に
お
い
て
、「
日
、
満
、
北
支
」
の
地
域
に
重
化
学
工
業
が
分
散
配
置
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
企
画
院
・
陸
軍
の
意
見
が
反
映
し
た
。
ま
た
、

内
地
の
重
要
産
業
統
制
会
の
機
能
強
化
は
答
申
に
書
か
れ
た
が
、大
東
亜
各
地
の
統
制
機
構
と
の
連
携
は
明
確
に
さ
れ
ず
、商
工
省
の
意
見
は
通
ら
な
か
っ

た
。
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商
工
省
が
、
日
本
本
土
内
に
な
る
べ
く
多
く
の
重
化
学
工
業
や
機
械
工
業
を
配
置
し
、
統
制
会
を
圏
内
産
業
の
司
令
塔
に
使
お
う
と
し
た
理
由
は
、
圏

域
産
業
を
建
設
す
る
た
め
に
は
、
急
速
な
生
産
力
増
強
を
図
る
こ
と
が
必
要
で
、
そ
の
観
点
か
ら
鉱
工
業
の
生
産
性
と
生
産
力
を
重
視
す
る
と
と
も
に
、

配
置
を
ふ
く
め
た
編
成
に
関
す
る
主
導
権
を
、
商
工
省
と
そ
の
協
力
関
係
に
あ
る
重
要
産
業
統
制
会
に
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
て
い
た
た
め

で
あ
っ
た
。
企
画
院
と
商
工
省
は
、同
じ
生
産
目
標
を
目
指
し
て
い
て
も
、生
産
力
増
強
の
方
法
と
そ
の
た
め
の
圏
域
産
業
の
運
営
の
構
想
に
違
い
が
あ
っ

た
の
で
あ
る
。
こ
の
点
を
さ
ら
に
検
証
す
る
に
は
、
同
じ
く
こ
の
時
期
に
検
討
が
進
ん
で
い
た
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
に
つ
い
て
も
検
討
す
る
必
要
が

あ
る
。
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
は
五
ヶ
年
計
画
で
、
ち
ょ
う
ど
審
議
会
で
考
え
ら
れ
た
長
期
計
画
の
第
一
期
に
該
当
し
た
。
次
章
で
は
、
そ
の
第
二
次

生
産
力
拡
充
計
画
の
進
展
、
お
よ
び
長
期
的
生
産
目
標
と
の
関
連
を
明
ら
か
に
し
て
い
こ
う
。

三
．
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
と
商
工
省

（
一
）　

策
定
の
開
始
と
商
工
省
の
姿
勢

　

一
九
三
八
年
度
を
起
点
と
し
た
生
産
力
拡
充
計
画
（
第
一
次
）
は
一
九
四
一
年
度
末
の
四
二
年
三
月
に
完
了
予
定
で
あ
っ
た
た
め
、商
工
省
総
務
局
は
、

一
九
四
一
年
三
月
に
「
生
産
力
拡
充
第
二
次
五
ヶ
年
計
画
立
案
要
領
」
を
策
定
し
て
、
関
係
部
局
に
計
画
の
策
定
を
指
示
し
た）

46
（

。
し
か
し
、
四
六
年
度
ま

で
の
日
満
支
の
需
給
計
画
な
ど
を
五
月
ま
で
に
ま
と
め
る
予
定
が
、
国
際
情
勢
の
変
化
に
よ
り
順
延
を
繰
り
返
す
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、
関
係
各
省

か
ら
の
資
料
を
調
整
し
て
、
企
画
院
第
二
部
は
一
九
四
二
年
二
月
二
〇
日
に
「
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
要
綱
（
案
）」
を
作
成
し
た）

47
（

。

　

こ
の
「
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
要
綱
（
案
）」
で
は
、
方
針
を
「
大
東
亜
戦
争
ノ
完
遂
ヲ
期
シ
不
抜
ノ
戦
力
ヲ
充
実
培
養
ス
ル
」
と
と
も
に
「
皇
国

ヲ
中
心
ト
ス
ル
大
東
亜
共
栄
圏
ノ
確
立
ヲ
期
ス
ル
」
た
め
に
「
日
満
支
及
南
方
諸
地
域
ヲ
包
括
」
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
期
間
は
、
一
九
四
二
年
度
か
ら

四
六
年
度
ま
で
の
五
ヶ
年
計
画
で
、
日
満
支
を
根
幹
と
す
る
自
給
自
足
的
国
防
生
産
力
の
増
強
が
主
眼
で
あ
り
、
南
方
諸
地
域
に
対
し
て
は
、
戦
争
の
遂

行
に
必
要
な
る
重
要
国
防
資
源
の
応
急
的
開
発
に
と
ど
め
る
が
、
情
勢
の
進
展
に
即
応
し
て
、
逐
次
大
東
亜
の
産
業
建
設
に
移
行
す
る
こ
と
も
考
え
て
い

た
。
方
針
で
は
、「
必
要
ナ
ル
国
防
生
産
力
ハ
日
満
及
北
支
ニ
於
テ
之
ヲ
保
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
を
明
確
に
記
し
て
お
り
、
前
述
し
て
き
た
企
画
院
の
日
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満
北
支
を
「
中
核
」
と
す
る
構
想
と
合
致
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
は
、
産
業
別
実
施
要
領
に
も
反
映
さ
れ
て
い
る
。
鉄
鋼
の
と
こ
ろ
で
は
、「
製

鉄
工
場
ノ
立
地
ニ
付
テ
ハ
大
東
亜
ノ
新
情
勢
ニ
即
応
シ
特
ニ
製
鉄
原
料
賦
存
ノ
状
態
、
海
上
輸
送
力
其
ノ
他
ノ
綜
合
的
ニ
勘
案
シ
新
規
拡
充
ノ
重
点
ハ
満

洲
、
北
支
ニ
置
ク
ト
共
ニ
満
洲
ニ
於
テ
ハ
銑
鋼
一
貫
作
業
ニ
依
ル
生
産
設
備
ヲ
拡
充
シ
北
支
ニ
於
テ
ハ
差
当
リ
主
ト
シ
テ
製
銑
工
場
ヲ
建
設
ス
ル
モ
ノ
ト

ス
」
と
新
規
拡
充
の
重
点
を
満
洲
・
北
支
に
置
い
て
い
た
。
そ
し
て
、
徹
底
的
重
点
主
義
を
採
用
し
て
、
鉄
鋼
、
石
炭
、
船
舶
の
生
産
拡
充
を
最
優
先
に

考
慮
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

　

主
要
物
資
の
五
年
後
の
完
成
年
度
で
あ
る
一
九
四
六
年
度
生
産
目
標
は
、（
表
4
）
の
二
月
案
の
箇
所
に
列
挙
し
て
あ
る
。
四
一
年
度
の
生
産
実
績
に

対
し
て
、
大
規
模
な
拡
充
を
図
ろ
う
と
し
て
お
り
、
四
一
年
度
に
お
い
て
満
洲
や
南
方
で
実
績
が
な
い
物
資
に
つ
い
て
も
日
本
以
上
に
拡
充
し
て
い
る
も

の
が
多
か
っ
た）

48
（

。

　

政
府
が
五
月
八
日
に
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
四
部
会
答
申
「
大
東
亜
経
済
建
設
基
本
方
策
」
を
閣
議
決
定
し
た
同
じ
日
に
、「
昭
和
一
七
年
度
生
産
拡

充
計
画
策
定
ニ
関
ス
ル
件
」
が
閣
議
さ
れ
た）

49
（

。
こ
こ
で
の
方
針
は
、「
昭
和
十
七
年
度
物
資
動
員
計
画
ハ
大
東
亜
戦
争
遂
行
ノ
為
メ
直
接
軍
需
、
船
舶
建

造
用
資
材
ノ
優
先
確
保
ヲ
期
セ
ル
」
た
め
、「
之
ニ
即
応
セ
ル
本
年
度
生
産
拡
充
計
画
ニ
於
テ
ハ
専
ラ
現
有
設
備
ノ
最
高
度
利
用
ニ
依
リ
物
資
動
員
計
画

ニ
基
ク
物
資
供
給
力
ノ
生
産
確
保
ヲ
期
」
す
も
の
で
「
後
年
度
ニ
於
ケ
ル
増
産
ニ
対
処
ス
ベ
キ
設
置
拡
充
ニ
付
テ
ハ
概
ネ
戦
争
遂
行
力
ノ
確
保
増
強
ニ
必

須
ナ
ル
モ
ノ
ニ
局
限
セ
ル
」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
単
年
度
の
生
産
目
標
及
資
材
配
当
額
が
別
表
に
定
め
ら
れ
た
が
、
そ
れ
は
二
月
に
作
成
さ
れ
た
第

二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
四
二
年
度
目
標
と
比
べ
て
、船
舶
等
の
例
外
は
あ
る
も
の
の
、主
要
な
物
資
や
製
品
は
概
ね
低
く
設
定
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
「
諒

解
事
項
」
で
は
「
一　
（
前
略
）
労
務
、
資
金
、
輸
送
力
等
ニ
関
シ
総
合
的
検
討
ヲ
遂
ゲ
速
ニ
長
期
戦
ニ
即
応
ス
ベ
キ
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
ヲ
樹
立

ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
、
四
二
年
か
ら
の
五
ヶ
年
計
画
を
、
閣
議
決
定
す
る
方
針
が
定
め
ら
れ
た
。

　

こ
の
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
を
樹
立
す
る
こ
と
を
主
張
し
た
の
は
、
商
工
省
で
あ
っ
た
。
商
工
省
総
務
局
長
が
商
工
省
委
員）

50
（

に
対
し
て
、
六
月
二
四

日
に
次
の
よ
う
に
説
明
し
て
い
る
。「
企
画
院
ニ
於
テ
本
年
度
ノ
計
画
ヲ
審
議
ノ
席
上
第
二
次
計
画
ノ
決
定
ヲ
必
要
ト
ス
ル
旨
ノ
申
出
ヲ
為
シ
過
半
ノ
閣

議
決
定
ノ
諒
解
事
項
ト
シ
テ『
速
ニ
長
期
戦
ニ
即
応
ス
ベ
キ
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
モ
ノ
』ト
セ
ラ
レ
目
下
計
画
ノ
策
定
進
行
中
ナ
リ
」と
、

五
月
八
日
の
閣
議
決
定
の
際
に
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
決
定
を
必
要
と
す
る
旨
を
商
工
省
が
申
し
出
て
、
諒
解
事
項
に
入
れ
た
の
で
あ
る）

51
（

。
こ
の
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表 4　第２次生産力拡充計画案の主要物資　1946年度目標の比較

41年度実績 2月案 6月案 7月案

普通鋼鋼材　　日本　　千トン
　　　日満支計

4,303
4,701

7,800
9,000

7,400
8,200

7,400
8,200

普通銑　　　　日本　　千トン
　　　日満支計

4,489
5,770

7,260
11,000

7,180
9,940

7,180
9,940

鉄鉱石　　　　日本　　千トン
　　　日満支南方計

3,027
11,010

4,450
25,650

5,100
22,400

5,700
26,250

船舶　　　　　日満支　千総トン 310 1,300 1,300 1,200

石炭　　　　　日本　　千トン
　　　日満支合計

71,630
120,667

95,000
190,000

87,000
180,000

87,000
180,000

銅　　　　　　日本　　千トン
　　　日満支南方合計

79
-

83
108

84
114

84
114

鉛　　　　　　日本　　千トン
　　　日満支南方合計

23
-

40
142

37
138

37
138

亜鉛　　　　　日本　　千トン
　　　日満支南方合計

59
-

102
153

95
145

95
145

錫　　　　　　日本　　千トン
　　　日南方合計

2
- 

2
42

2
42

2
42

ニッケル　　　日本　　千トン
　　　日南方合計

2
- 

6
18

6
15

6
15

アルミニウム　日本　　トン
　　　日満支合計

71,747
71,747

257,000
300,000

285,000
320,000

285,000
320,000

天然石油　　　日本　　千㎘
　　　日南方合計

*327
-

380
7,880

350
8,350

350
8,350

人造石油　　　日本　　千㎘
　　　日満支合計

58
202

1,030
1,800

850
1,300

834
1,300

硫安　　　　　日本　　千トン
　　　日満支合計

1,698
1,698

2,600
3,154

2,335
2,729

2,370
2,764

棉花　　　　　日本　　千担
　　　日満支合計

-

-

830
18,550

830
20,338

830
20,338

電力　日本　千㎾（5ヶ年間出力増累計）
　　　日満支合計（同上）

*9,564
-

4,650
6,270

3,672
5,213

4,232
6,013

出典） 第 2次生産力拡充計画の 2月案、6月案は、『生産力拡充計画資料』第 7巻所収。
1941年度実績は『昭和 17年度生産力拡充実施計画』（同前第 7巻所収）より作成し
た。7月案は「柏原兵太郎文書」No. 588-7。

備考）1.　 表の作成にあたっては、山崎志郎『戦時経済総動員体制の研究』（日本経済評論
社、2012年）、表 4-9（215頁）を参考にした。

2.　 1941年度の天然石油生産の実績は、内地と台湾の「石油鉱山」の生産を合算し
たのみのデータである。

3.　 1941年度の電力は年度末設備能力の数値で、他の計画案は 5ヵ年の出力増を累
積した数値である。

4.　-は数値が上記資料に掲載がないものである。
5.　小数点以下の数値は、四捨五入した。
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こ
と
か
ら
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
策
定
に
、
商
工
省
が
積
極
的
だ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
、
そ
の
会
議
の
記
録
に
お
い
て
は
、

「
諸
条
件
ニ
付
明
確
ナ
ル
判
断
ヲ
得
ル
ニ
非
ザ
レ
バ
徒
ラ
ニ
計
画
経
済
ヲ
『
ペ
ー
パ
ー
プ
ラ
ン
』
ニ
終
ラ
シ
ム
ル
虞
ア
」
る
が
、「
戦
争
ヲ
契
機
ト
シ
テ
国

内
民
心
ノ
帰
一
ハ
愈
々
刻
下
ノ
喫
緊
事
タ
ル
ニ
鑑
ミ
」
て
こ
の
計
画
が
必
要
で
あ
る
と
説
明
し
て
お
り
、
現
実
的
な
生
産
増
強
の
た
め
に
は
、
数
年
先
ま

で
の
諸
条
件
を
勘
案
し
て
具
体
的
に
計
画
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
と
判
断
し
て
い
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。

　

商
工
省
総
務
局
生
産
拡
充
課
長
は
、
一
九
四
二
年
四
月
一
五
日
に
、
企
画
院
が
二
月
に
作
成
し
た
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
案
に
つ
い
て
、
企
画
院
第

二
部
に
対
し
て
提
出
し
た
意
見
の
内
容
を
関
係
部
署
に
伝
達
し
た）

52
（

。
そ
の
内
容
は
、
多
岐
に
わ
た
る
が
、
こ
こ
で
注
目
し
た
い
の
は
、
次
の
意
見
で
あ
る
。

「
各
部
門
別
生
産
目
標
ニ
関
ス
ル
意
見
」
の
「
鉄
鋼
部
門
」
に
お
い
て
「
イ
、
既
設
設
備
ノ
生
産
性
昂マ

マ揚
ヲ
第
一
次
的
ニ
考
慮
シ
現
ニ
工
業
立
地
上
安
定

セ
ル
工
業
ノ
拡
充
ニ
重
点
ヲ
置
ク
コ
ト
」
と
し
て
、「
ロ
、
従
ツ
テ
北
支
ノ
溶
鉱
炉
建
設
ハ
物
動
ノ
資
材
割
当
ト
睨
ミ
合
セ
慎
重
ヲ
期
ス
ル
コ
ト
」
と
述

べ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
意
見
か
ら
、
商
工
省
総
務
局
で
は
、
既
存
設
備
の
生
産
性
の
向
上
を
第
一
に
考
え
て
お
り
、
速
や
か
な
生
産
拡
充
を
求
め

て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
観
点
か
ら
、
北
支
へ
の
溶
鉱
炉
建
設
な
ど
の
華
北
工
業
開
発
へ
の
消
極
的
な
姿
勢
が
見
ら
れ
、
第
二
生
産
力
拡

充
計
画
立
案
に
お
い
て
も
、
工
業
の
分
散
化
を
企
図
す
る
企
画
院
と
、
生
産
性
か
ら
既
存
施
設
を
重
視
す
る
商
工
省
と
い
う
意
見
が
異
な
る
構
図
が
見
て

取
れ
る
。
と
は
い
え
、
冒
頭
に
お
い
て
「
大
局
的
ニ
原
案
ノ
趣
旨
ヲ
尊
重
シ
以
下
ノ
意
見
ニ
亘
ル
部
分
ニ
付
テ
ハ
計
画
ノ
進
行
中
ニ
実
際
的
措
置
ニ
因
リ

之
ヲ
実
現
ス
ル
如
ク
取
扱
フ
コ
ト
ト
致
度
」
と
、
商
工
省
は
一
応
は
了
解
す
る
態
度
を
示
し
て
い
て
、
協
力
す
る
姿
勢
が
基
調
と
な
っ
て
お
り
、
何
と
し

て
も
目
前
の
生
産
増
強
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

（
二
）　

商
工
省
内
で
の
長
期
的
生
産
目
標
の
検
討
作
業

　

次
に
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
と
大
東
亜
建
設
審
議
会
で
審
議
に
付
さ
れ
た
一
五
年
先
の
長
期
的
な
生
産
目
標
と
の
関
係
を
見
て
行
こ
う
。

　

陸
軍
省
兵
備
局
は
、
五
月
一
日
に
「
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
要
綱
案
ニ
関
ス
ル
意
見）

53
（

」
を
作
成
し
、
そ
の
方
針
を
大
き
く
変
更
す
る
こ
と
を
求
め
た

が
、
な
か
で
も
次
の
記
述
は
、
長
期
的
生
産
目
標
と
の
関
係
か
ら
重
要
で
あ
る
。「
本
計
画
ハ
別
ニ
定
ム
ル
大
東
亜
経
済
建
設
ノ
長
期
計
画
ト
併
行
的
ニ

実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
自
昭
和
十
七
年
度
至
同
二
十
一
年
度
五
ケ
年
ヲ
一
期
ト
シ
テ
差
当
リ
戦
争
遂
行
ノ
為
最
大
最
高
度
ノ
戦
力
発
揮
ヲ
主
眼
ト
シ
所
要
重
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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

要
国
防
資
源
ノ
応
急
的
開
発
、
国
防
生
産
力
ノ
急
速
増
強
ヲ
図
ル
モ
情
勢
ノ
進
展
ニ
即
応
シ
逐
次
大
東
亜
建
設
ノ
期
間
計
画
ニ
移
行
ス
」
と
、
長
期
的
な

生
産
計
画
と
「
併
行
的
」
に
実
施
す
る
も
の
と
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

　

で
は
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
策
定
に
積
極
的
で
あ
っ
た
商
工
省
で
は
、
ど
の
よ
う
な
認
識
を
持
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ
ら
の
計
画
を

担
当
し
て
い
た
商
工
省
総
務
局
で
の
長
期
的
生
産
目
標
の
検
討
作
業
を
見
て
い
き
た
い
。
商
工
省
総
務
局
調
査
課）

54
（

で
は
、
一
九
四
二
年
五
月
に
「
大
東
亜

産
業
目
標
関
係
資
料）

55
（

」
を
作
成
し
て
、
産
業
建
設
目
標
を
検
討
し
て
い
る
。
こ
の
資
料
で
は
、
一
五
ヶ
年
で
鉄
鋼
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

六
〇
万
ト
ン
、
石
油
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
、
船
舶
二
〇
〇
〇
万
ト
ン
の
達
成
は
規
定
の
こ
と
と
考
え
て
お
り
、
こ
の
第
二
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、

今
後
五
年
間
を
第
一
期
と
す
る
期
間
で
、
鋼
材
年
産
一
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
確
保
す
る
こ
と
は
「
絶
対
的
前
提
条
件
ナ
リ
」
と
考
え
て
い
た
。
そ
し
て
、
五

年
後
の
鋼
材
一
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
基
準
に
し
て
、
他
の
物
資
の
数
量
が
ど
の
程
度
で
あ
れ
ば
、
国
民
経
済
に
と
っ
て
最
も
バ
ラ
ン
ス
が
よ
い
か
を
検
討
し

て
い
る
。
そ
の
た
め
に
、
各
国
の
実
績
比
率
と
実
際
の
生
産
状
況
や
条
件
を
分
析
し
て
い
る
。
さ
ら
に
前
述
し
た
統
制
会
か
ら
提
出
さ
れ
た
計
画
案
と
、

企
画
院
が
二
月
に
作
成
し
た
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
を
比
較
参
照
し
、
第
一
期
（
五
ヶ
年
）
に
対
し
て
、「
省
内
ニ
於
テ
資
材
、
輸
送
、
労
力
、
電
力

等
ノ
生
産
条
件
ニ
付
検
討
ヲ
行
フ
際
ノ
基
準
タ
ル
ベ
キ
各
物
資
需
要
量
ノ
目
標
ヲ
一
応
採
択
決
定
セ
リ
」
と
し
、
物
資
ご
と
に
省
内
の
目
標
を
算
出
し
て

い
た
。
こ
の
各
物
資
の
第
一
期
の
目
標
数
値
を
示
し
た
も
の
が
、（
表
5
）
の
「
商
工
省
案
」
の
欄
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

こ
の
文
書
で
注
目
し
た
い
の
は
、
物
資
ご
と
の
検
討
を
経
た
上
で
、「
第
三
、
各
重
要
物
資
需
要
ノ
基
準
目
標
達
成
ノ
為
考
慮
セ
ラ
ル
ベ
キ
生
産
諸
条

件
ニ
対
ス
ル
検
討
」
に
お
い
て
、
こ
の
五
年
後
の
第
一
期
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
初
年
度
目
標
を
、
一
五
年
後
を
見

通
し
た
「
大
東
亜
産
業
建
設
計
画
」
の
初
年
度
案
ま
で
引
き
上
げ
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
と
考
え
て
お
り
、
初
年
度
で
無
理
な
ら
ば
、
次
年
度
で
目
標
に

到
達
す
る
よ
う
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
主
張
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
そ
の
目
標
数
値
の
差
を
示
し
た
の
が
、（
表
6
）
で
あ
る
。

　

ち
な
み
に
、
こ
こ
で
商
工
省
が
挙
げ
て
い
る
「
大
東
亜
産
業
建
設
計
画
」
と
は
、
お
そ
ら
く
商
工
省
が
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
に
五
月
一
九
日

に
提
出
し
た
「
特
性
重
要
資
源
生
産
拡
充
仮
目
標
」（
表
3
）
に
沿
っ
た
計
画
の
こ
と
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
「
仮
目
標
」
に
お
け
る
第
一
期
の
物
資

の
目
標
数
値
は
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
を
除
い
て
、「
商
工
省
案
」
の
数
値
に
き
わ
め
て
近
く
、
細
か
な
数
値
を
ま
と
め
た
も
の
と
な
っ
て
い
る）

56
（

。
つ
ま
り
、

商
工
省
は
自
ら
が
考
え
る
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
目
標
数
値
を
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
に
も
掲
載
し
、
答
申
を
「
大
東
亜
産
業
建
設
計
画
」
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の
基
本
構
想
に
し
よ
う
と
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
検
討
に
加
え
て
、
総
務
局
調
査
課
で
は
五
月
二
〇
日
に
「
大

東
亜
産
業
建
設
方
策
参
考
資
料
（
立
地
計
画）

57
（

）」
を
作
成
し
て
、鋼
材
、

マ
ン
ガ
ン
鉱
、
銅
、
鉛
、
亜
鉛
、
錫
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
ボ
ー
キ
サ

イ
ト
、
マ
グ
ネ
シ
ウ
ム
、
石
炭
に
つ
い
て
、
第
一
期
（
一
九
四
六
年

度
）
の
生
産
拡
充
目
標
と
第
二
期
（
一
九
五
六
年
）
の
生
産
拡
充
目

標
を
示
し
、
第
一
期
の
生
産
目
標
に
必
要
な
資
材
、
電
力
量
、
労
力

な
ど
を
算
出
し
て
い
る
。
こ
の
第
一
期
の
目
標
は
、
概
ね
統
制
会
が

提
出
し
た
数
値
目
標
で
、
第
二
期
の
目
標
は
大
東
亜
建
設
審
議
会
第

五
部
会
に
提
出
し
た
も
の
や
統
制
会
の
目
標
が
混
在
し
、
そ
れ
ぞ
れ

の
物
資
ご
と
に
「
過
剰
又
ハ
不
足
対
策
」
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
れ
ら
の
検
討
か
ら
、
商
工
省
で
は
一
五
年
先
の
長
期
的
な
産
業

建
設
の
数
値
を
実
質
的
な
目
標
と
し
て
考
え
て
い
た
こ
と
、
そ
し
て

そ
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
、
期
間
計
画
と
し
て
「
大
東
亜
産
業
建

設
計
画
」
と
と
も
に
、
省
内
で
第
一
期
（
五
ヶ
年
）
の
基
準
量
を
策

定
し
て
い
た
こ
と
、
そ
れ
は
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
に
提
出

し
た
「
特
定
重
要
資
源
生
産
拡
充
仮
目
標
」
の
第
一
期
目
標
に
近
い

数
値
で
あ
っ
た
こ
と
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
は
第
一
期
の
基
準

量
に
達
す
る
こ
と
が
必
要
で
、
企
画
院
案
で
は
不
足
し
て
い
る
と
生

産
条
件
に
対
し
て
よ
り
強
い
措
置
を
求
め
て
い
た
こ
と
が
理
解
で
き

表 5　1942年 5月の商工省の大東亜産業建設計画の第 1期生産目標案

企画院 2月案 商工省案 備考

鋼材（千トン） 9,000 9,713 鉄鋼統制会の暫定計画案と同じ数値

マンガン（千トン） 680 同上

銅（千トン） 108 205 実際は、鉱山統制会の目標 123千トン
以上は生産不可能

鉛（千トン） 142 173 鉱山統制会と同じ数値

亜鉛（千トン） 153 195 同上

錫（千トン） 42 25 アメリカの需要比率を採用した。

アルミニウム（千トン） 300 500 帝国軽金属統制株式会社の案を採用し
た。

ボーキサイト（千トン） 2,500

天然石油（千㎘） 7,880 10,790 燃料局の案と同じ数値

人造石油（千㎘） 1,800 2,210 同上

石炭（千トン） 190,000 191,500 石炭統制会と同じ数値

出典） 総務局調査課「大東亜産業建設目標関係資料」1942年 5月（外務省記録『大東亜
戦争ノ経済、貿易、産業ニ及ボセル影響関係雑件（支那事変及第二次欧州戦争ヲ含
ム）／産業関係／帝国産業政策関係』所収、JACAR, Ref.B08060380200。）

備考）1.　 企画院 2月案は、企画院第 2部「第 2次生産力拡充計画要綱（案）」1942年 2
月 20日（前掲『生産力拡充計画史料』第 7巻所収）のことである

　　　2.　「商工省案」は、実際には「省内検討基準」と記載されている。
　　　3.　備考は商工省案の数値の特徴や調査課のコメントを記入したもの
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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

る
。

　

つ
ま
り
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
は
、
陸
軍
省
兵
備
局
の
主

張
と
同
様
に
、
一
五
年
先
の
産
業
建
設
の
た
め
の
前
提
あ
る
い
は

そ
の
一
部
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
、
そ
の
実
現
が
必
要
と
考
え
ら

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
認
識
が
、
商
工
省
を
し
て
、

第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
策
定
に
対
し
て
、
積
極
的
か
つ
現
実

的
な
対
応
を
さ
せ
て
い
た
と
い
え
よ
う
。
商
工
省
の
生
産
増
強
に

対
す
る
厳
し
い
現
状
認
識
が
、
企
画
院
の
工
業
の
分
散
化
へ
の
批

判
に
つ
な
が
っ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ

の
目
標
数
値
は
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
答
申
に
盛
り
込
ま

れ
よ
う
と
し
て
お
り
、そ
れ
ゆ
え
に
審
議
会
の
幹
事
会
に
お
い
て
、

産
業
建
設
の
方
法
を
め
ぐ
っ
て
企
画
院
と
の
対
立
も
続
い
て
い
た

と
思
わ
れ
る
。

四
．
長
期
的
生
産
目
標
の
決
定
と
変
遷

　
（
一
）　

大
東
亜
建
設
審
議
会
審
議
の
進
展

　

六
月
に
入
る
と
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
が
答
申
す
る

予
定
の
「
大
東
亜
産
業
（
鉱
業
、工
業
及
電
力
）
建
設
基
本
方
策
」

の
原
案
づ
く
り
と
審
議
が
本
格
化
し
た
。こ
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、

表 6　 大東亜産業建設計画および第 2次生産力拡充計画各第 1年度の比
較　調査課　（昭 17.5.13）

物資 /事項 単位 大東亜産業建設計画
（案）

第 2次生産力拡充
計画（案） 過不足

鋼材 千トン 6,489 5,530 （－）959

マンガン鉱石 千トン 439

銅 千トン 85.4 85.0 （－）0.4

鉛 千トン 59.0 59.0 -

亜鉛 千トン 94.3 93.5 （－）0.8

錫 千トン 16.5 16.5 -

アルミニウム 千トン 145 138 （－）7.0

ボーキサイト 千トン 550

マグネシウム 千トン 11.3 6.5 （－）4.8

石炭 千トン 138,700 132,000 （－）6,700

出典） 「大東亜産業建設目標関係資料」1942年 5月、総務局調査課（『大東亜戦
争ノ経済、貿易、産業ニ及ボセル影響関係雑件（支那事変及第二次欧州戦
争ヲ含ム）／産業関係／帝国産業政策関係』所収、外務省外交史料館所蔵、
JACAR,　Ref : B08060380200。）

備考）1.　 「大東亜産業建設計画（案）」とは、商工省が大東亜建設審議会第 5部
会答申に附属させる「建設仮目標」を達成するために準備していた 2
期 15年の「期間計画」のことと考えられる。

　　　2.　 「第 2次生産力拡充計画（案）」は、企画院第 2部「第 2次生産力拡充
計画要綱（案）」1942年 2月 20日（前掲『生産力拡充計画資料』第 7
巻所収）のことを指すと考えられる。
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す
で
に
明
ら
か
に
し
て
い
る
の
で
、
概
略
を
紹
介
す
る
に
と
ど
め
た
い）

58
（

。
第
五
部
会
の
会
議
は
、
五
月
一
九
日
以
後
、
六
月
二
日
、
六
月
一
一
日
、
六
月

一
三
日
、
七
月
一
八
日
に
開
催
さ
れ
た
。
各
委
員
や
専
門
委
員
に
六
月
八
日
ま
で
に
意
見
書
の
提
出
が
求
め
ら
れ
、
一
四
人
の
意
見
書
が
提
出
さ
れ
た）

59
（

。

六
月
一
一
日
と
一
三
日
の
会
議
で
は
、
そ
れ
ら
の
意
見
書
を
委
員
自
身
が
説
明
し
て
、
議
論
が
行
わ
れ
た
。
そ
の
後
、
答
申
案
づ
く
り
の
た
め
に
会
議
は

し
ば
ら
く
開
か
れ
ず
、
七
月
一
八
日
に
会
議
が
開
催
さ
れ
て
答
申
案
が
示
さ
れ
た
。
各
委
員
か
ら
出
さ
れ
た
意
見
書
は
、
ほ
と
ん
ど
が
各
統
制
会
か
ら
商

工
省
に
提
出
さ
れ
た
計
画
書
を
下
敷
き
に
し
て
お
り
、
目
標
数
値
な
ど
は
同
じ
で
あ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
。

　

部
会
幹
事
の
商
工
省
で
は
、
部
会
の
会
議
が
ひ
と
段
落
し
た
六
月
一
三
日
以
降
、
答
申
案
の
作
成
に
と
り
か
か
っ
た
。
現
在
の
と
こ
ろ
、
六
月
か
ら
七

月
か
け
て
作
成
さ
れ
た
、
六
つ
の
原
案
の
存
在
が
わ
か
っ
て
い
る
。
六
月
一
八
日
作
成
の
案
で
は
、
一
五
年
を
二
期
（
第
一
期
五
年
、
第
二
期
一
〇
年
）

に
分
け
て
、「
第
一
期
及
第
二
期
ノ
主
要
ナ
ル
建
設
目
標
ハ
概
ネ
別
表
ノ
通
リ
ト
ス
」
と
し
て
い
た
が
、
別
表
は
付
い
て
い
な
か
っ
た
。
六
月
二
四
日
・

三
〇
日
の
案
も
同
じ
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
、
七
月
一
三
日
の
案
で
は
、
建
設
仮
目
標
に
第
一
期
・
第
二
期
の
表
現
が
無
く
な
り
、「
主
要
ナ
ル
建
設
仮
目
標
ヲ
概
ネ
別
表
ノ
通
リ
ト
ス
」

と
い
う
表
現
と
な
っ
た
。
ま
た
、
方
針
の
「
二　

建
設
ノ
目
標
及
順
位
」
で
は
、「
一
、
大
東
亜
産
業
建
設
ハ
概
ネ
十
五
ケ
年
間
ニ
重
要
国
防
資
源
ノ
自

給
自
足
ヲ
図
ル
ヲ
目
標
ト
シ
之
ヲ
二
期
ニ
分
ツ
」
と
し
て
い
た
が
、
第
一
期
と
第
二
期
の
年
数
は
消
え
た
。
つ
ま
り
「
第
一
期
ニ
於
テ
ハ
戦
争
遂
行
力
ノ

増
強
、
戦
時
生
活
ノ
保
証
及
将
来
ニ
於
ケ
ル
産
業
発
展
ノ
基
礎
確
立
ヲ
主
眼
ト
シ
左
ノ
産
業
建
設
ニ
重
点
ヲ
置
ク
」
と
し
て
、
鉄
鋼
、
石
炭
、
石
油
そ
の

他
の
液
体
燃
料
、
銅
、
ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
、
航
空
機
、
船
舶
、
肥
料
、
電
力
を
挙
げ
、「
第
二
期
ニ
於
テ
ハ
重
要
国
防
産
業
ノ
生
産
力
ヲ
飛
躍
的
ニ
拡
充
シ

民
生
ノ
暢
達
ヲ
図
ル
コ
ト
ヲ
主
眼
ト
シ
大
東
亜
産
業
ノ
総
合
的
建
設
ヲ
概
成
ス
」
と
い
う
表
現
と
な
っ
た
。

　

七
月
一
八
日
の
部
会
決
定
お
よ
び
二
三
日
の
総
会
決
定
で
は
、「
主
要
産
業
ノ
建
設
仮
目
標
ハ
概
ネ
別
表
ノ
通
リ
ト
ス
」
と
一
五
年
後
の
目
標
が
明
ら

か
に
さ
れ
た
が
、
公
表
さ
れ
た
も
の
に
は
、
機
密
事
項
と
し
て
別
表
は
掲
載
さ
れ
な
か
っ
た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
ふ
ま
え
る
と
、
第
五
部
会
答
申
「
大
東
亜
産
業
（
鉱
業
、
工
業
及
電
力
）
建
設
基
本
方
策
」
で
は
、
審
議
や
原
案
か
ら
二
つ
の
変
化

が
あ
っ
た
。（
1
）
二
期
一
五
年
の
建
設
目
標
が
示
さ
れ
、
一
五
年
後
の
主
要
産
業
の
生
産
目
標
数
値
は
示
さ
れ
た
も
の
の
、
前
章
で
み
た
よ
う
に
、
商

工
省
が
特
に
重
視
し
て
い
た
第
一
期
五
年
後
の
目
標
数
値
は
、答
申
に
は
盛
り
込
ま
れ
な
か
っ
た
。
そ
し
て
（
2
）「
別
表
」
に
お
け
る
一
五
年
後
の
「
建
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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

設
仮
目
標
」
で
は
、
五
月
の
部
会
で
示
さ
れ
た
「
特
定
重
要
資

源
生
産
拡
充
仮
目
標
」
案
で
の
一
五
年
後
の
目
標
数
値
よ
り
も

増
加
し
た
物
資
と
、
追
加
さ
れ
た
物
資
が
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

二
つ
の
変
化
は
な
ぜ
生
じ
た
の
か
、
ま
ず
（
2
）
の
目
標
数
値

が
増
加
し
た
物
資
と
追
加
さ
れ
た
物
資
を
見
て
み
よ
う
。
そ
の

比
較
を
し
た
の
が
（
表
7
）
で
あ
る
。
網
か
け
の
部
分
が
追
加

さ
れ
た
り
、
増
加
さ
れ
た
り
し
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

　

増
加
し
た
物
資
は
、ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
と
人
造
石
油
で
あ
っ
た
。

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
は
、
五
月
案
に
比
べ
て
目
標
が
、
二
〇
万
ト
ン

増
加
し
た
。
こ
れ
は
、
専
門
委
員
で
あ
っ
た
帝
国
軽
金
属
統
制

株
式
会
社
社
長
の
大
屋
敦
の
意
見
書
で
、
不
足
す
る
銅
の
補
填

な
ど
も
勘
案
す
る
と
、
年
産
八
〇
万
ト
ン
が
必
要
と
の
見
解
に

沿
っ
た
と
考
え
ら
れ
る）

60
（

。
人
造
石
油
は
、
二
〇
〇
万
ト
ン
増
加

し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
燃
料
局
の
意
見
書
で
は
、
七
九
〇
万
ト

ン
で
値
が
近
似
し
て
い
る
の
で
、
そ
の
意
見
に
沿
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。

　

さ
ら
に
、追
加
さ
れ
た
物
資
が
、硫
安
と
メ
タ
ノ
ー
ル
で
あ
っ

た
。
硫
安
は
化
学
肥
料
で
、
自
給
圏
内
の
食
糧
増
産
・
自
給
の

た
め
に
不
可
欠
の
物
資
で
あ
っ
た
。
メ
タ
ノ
ー
ル
は
化
学
燃
料

や
殺
虫
剤
、
溶
剤
と
し
て
、
燃
料
・
工
業
用
薬
品
と
し
て
必
要

表 7　大東亜建設審議会第 5部会審議における生産目標数値

特定重要資源生産拡充仮目標
別表（建設仮目標）

第 1期 第 2期

鋼材　（千トン） 10,000 30,000 30,000

銅　（千トン） 200 600 600

鉛　（千トン） 150 450 450

ニッケル　（千トン） 15 45 45

アルミニウム　（千トン） 350 600 800

硫安　（千トン） － － 6,000

メタノール　（千トン） － － 2,000

石炭　（千トン） 200,000 600,000 600,000

天然石油　（千キロリットル） 10,000 20,000 20,000

人造石油　（千キロリットル） 2,000 6,000 8,000

船舶　（新造累計千トン） 5,000 20,000 20,000

電力　（新設累計千 KW） 10,000 46,000 46,000

備考）1.　 「特定重要資源生産拡充仮目標」は、1942年 5月 19日の第 2回の部会
で配布されたものと考えられる。この文書は、「柏原兵太郎文書」No. 72
（国立国会図書館憲政資料室）で、「大東亜建設審議会第五部会配布資料」
と記されている。

　　　2.　 「別表（建設仮目標）」は、「大東亜産業（鉱業、工業及電力）建設基本
方策（第 5部会答申案）」（「美濃部洋次文書」東京大学付属図書館所蔵、
No. 4614）に所収されたものである。

　　　3.　単位は、史料に記されたものを掲載した。
　　　4.　第 1期は 5年後の目標値、第 2期は 15年後の目標値である。
　　　5.　 この表は、「別表」のみが、1942年 7月 23日の大東亜建設審議会総会で

決定、内閣に答申された。
　　　6.　 安達宏昭『「大東亜共栄圏」の経済構想』吉川弘文館、2013年、93頁よ

り引用
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で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
物
資
を
一
五
年
計
画
で
重
要
物
資
に
入
れ
る
こ
と
を
、
大
屋
敦
（
住
友
化
学
工
業
社
長
で
も
あ
る
）
が
化
学
工
業
に
つ
い
て
の
別

の
意
見
書
で
主
張
し
た）

61
（

。
部
会
の
委
員
の
意
見
書
も
あ
っ
て
、
目
標
量
の
増
加
や
目
標
に
追
加
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

（
二
）　

第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
と
答
申

　

さ
て
、
次
に
（
1
）
の
第
一
期
五
年
後
の
生
産
目
標
が
、
答
申
に
書
か
れ
な
か
っ
た
理
由
を
考
え
て
み
た
い
。
前
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
目
標
数

値
は
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
策
定
と
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
い
た
。
そ
の
後
の
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
立
案
の
状
況
を
確
認
し
た
い
。

　

企
画
院
第
二
部
は
、
一
九
四
二
年
六
月
一
〇
日
に
、
再
度
、「
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
要
綱
（
案
）」
を
作
成
し
た）

62
（

。
そ
の
方
針
は
、
二
月
案
と
は
大

き
く
異
な
る
も
の
で
、
陸
軍
や
商
工
省
の
意
向
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
方
針
の
「
二
」
に
は
、「
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
ハ
別
ニ
定
ム
ル
大

東
亜
経
済
建
設
ノ
長
期
計
画
ト
併
行
的
ニ
実
施
ス
ル
モ
ノ
ト
シ
各
年
度
毎
ニ
同
年
度
以
降
ノ
五
ケ
年
計
画
ヲ
樹
立
ス
ル
モ
情
勢
ノ
進
展
ニ
即
応
シ
テ
可
及

的
速
ニ
大
東
亜
経
済
建
設
ノ
期
間
計
画
ニ
移
行
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
陸
軍
省
兵
備
局
の
文
章
と
似
て
お
り
、
大
東
亜
建
設
審
議

会
で
決
ま
る
長
期
的
な
期
間
計
画
案
に
速
や
か
に
移
行
す
る
も
の
と
位
置
づ
け
直
さ
れ
、実
質
的
に
は
一
部
に
な
る
こ
と
を
想
定
し
て
い
た
。方
針
の「
三
」

で
は
「
自
昭
和
十
七
年
度
至
昭
和
二
十
一
年
度
五
ケ
年
計
画
ニ
於
テ
ハ
当
面
ノ
戦
争
遂
行
ノ
為
最
大
最
高
度
ノ
戦
力
発
揮
ヲ
主
眼
ト
シ
重
要
国
防
資
源
ノ

応
急
的
開
発
並
ニ
国
防
生
産
力
ノ
急
速
増
強
ヲ
図
ル
ト
共
ニ
将
来
ニ
於
ケ
ル
産
業
発
展
ノ
基
礎
ヲ
確
立
シ
以
テ
長
期
戦
ニ
応
ス
ル
経
済
態
勢
ノ
整
備
ニ
務

ム
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
れ
は
第
四
部
会
答
申
「
大
東
亜
経
済
建
設
基
本
方
策
」
と
第
五
部
会
答
申
に
お
け
る
第
一
期
の
目
標
の
文
言
と
似

て
い
る
。

　

さ
ら
に
方
針
の
「
四
」
の
（
三
）
の
「
産
業
立
地
」
の
記
述
は
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
四
部
会
答
申
「
大
東
亜
経
済
建
設
基
本
方
策
」
の
「
産
業
配

分
」
の
文
書
と
ほ
ぼ
同
一
で
あ
る
。
最
後
の
と
こ
ろ
が
「
大
東
亜
全
域
ノ
綜
合
的
経
済
建
設
ニ
遺
憾
ナ
キ
ヲ
期
ス
」
か
ら
「
特
ニ
海
上
輸
送
力
及
拡
充
設

備
ノ
急
速
稼
働
ヲ
考
慮
シ
之
ヲ
決
定
ス
」
と
変
わ
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
六
月
案
は
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
と
密
接
な
関
係
を
意

識
し
て
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
産
業
別
実
施
要
領
は
、
細
か
な
点
で
違
い
は
あ
る
が
、
概
ね
同
様
の
も
の
で
あ
っ
た
。

　

た
だ
、
問
題
は
、（
表
4
）
を
み
て
わ
か
る
よ
う
に
、
二
月
案
と
比
べ
て
、
鋼
材
や
石
炭
の
五
年
後
の
生
産
目
標
を
低
く
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

た
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
初
期
作
戦
の
終
了
後
も
、
陸
海
軍
の
徴
傭
船
の
解
除
が
進
ま
ず
、
海
上
輸
送
力
が
十
分
に
見
通
せ
な
い
状
況
が
あ
っ
た
こ

と
が
考
え
ら
れ
る
。
六
月
二
九
日
策
定
の
一
九
四
二
年
第
2
四
半
期
以
降
の
輸
送
の
見
込
み
は
、六
月
の
二
四
万
ト
ン
の
徴
傭
船
の
解
傭
中
止
を
受
け
て
、

さ
ら
に
海
上
輸
送
力
減
少
の
見
通
し
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
こ
と
は
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
生
産
目
標
を
、
さ
ら
に
低
く
設
定
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
可
能
性
が
高
ま
る
こ
と
で
あ
っ
た
。

　

商
工
省
総
務
局
で
は
、
前
述
し
た
よ
う
に
、
企
画
院
の
二
月
案
で
す
ら
、
一
五
年
後
の
生
産
目
標
（
大
東
亜
産
業
建
設
計
画
案
）
と
の
差
が
あ
っ
て
、

そ
の
差
を
埋
め
る
こ
と
が
絶
対
に
必
要
と
考
え
て
い
た
。
そ
れ
よ
り
も
六
月
案
は
さ
ら
に
低
い
目
標
し
か
見
通
せ
な
か
っ
た
以
上
、
第
二
次
生
産
力
拡
充

計
画
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
か
っ
た
。
こ
う
し
た
事
態
を
受
け
て
、
審
議
会
答
申
案
か
ら
第
一
期
五
ヶ
年
の
目
標
を
削
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
い
う

こ
と
が
推
論
で
き
る
。
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
は
、
方
針
に
示
さ
れ
た
よ
う
に
、
で
き
る
だ
け
速
や
か
に
一
五
年
先
の
生
産
目
標
す
な
わ
ち
大
東
亜
産

業
建
設
計
画
の
期
間
計
画
に
移
行
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
い
た
。

　

し
か
し
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
目
標
が
、
商
工
省
が
審
議
会
の
答
申
に
掲
載
を
予
定
し
て
い
た
第
一
期
五
ヶ
年
の
生
産
目
標
と
あ
ま
り
に
差
が

大
き
い
と
、
答
申
に
お
い
て
五
年
後
の
目
標
を
出
す
こ
と
に
よ
り
、
か
え
っ
て
目
標
の
実
質
的
な
意
義
を
失
わ
せ
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
問
題
点
を
明
ら

か
に
し
な
い
た
め
に
、
一
五
年
後
の
「
建
設
仮
目
標
」
だ
け
を
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
に
載
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　

つ
ま
り
、
第
一
期
五
年
の
計
画
は
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
決
定
の
み
と
し
、
答
申
の
目
標
は
、
一
五
年
後
の
目
標
だ
け
と
し
、
第
一
期
と
第
二

期
の
期
間
年
数
も
削
除
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
第
五
部
会
答
申
案
に
変
化
が
あ
っ
た
時
期
は
、
ち
ょ
う
ど
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
新
た
な
検
討
が

行
わ
れ
て
い
た
時
期
に
あ
た
り
、
時
期
が
重
な
る
。

　

こ
う
し
た
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
答
申
の
生
産
目
標
の
提
示
の
仕
方
に
つ
い
て
の
推
論
を
裏
付
け
る
よ
う
に
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
検

討
は
、
そ
の
後
も
続
け
ら
れ
た
。
七
月
二
二
日
に
再
度
、
企
画
院
で
は
「
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
要
綱
（
案）

63
（

）」
が
作
成
さ
れ
た
。
産
業
別
実
施
の
方

法
を
変
え
る
こ
と
で
目
標
数
値
は
変
化
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。
具
体
的
に
は
、
鉄
鋼
生
産
で
、
南
方
地
域
に
お
い
て
木
炭
に
よ
る
製
鉄
を
考
慮
す
る

こ
と
や）

64
（

、
電
力
に
お
い
て
も
黄
河
や
南
方
諸
地
域
で
の
水
力
発
電
の
開
発
を
考
え
る
こ
と
が
明
記
さ
れ
、
海
上
輸
送
力
の
省
力
化
を
図
る
た
め
、
中
国
や

南
方
地
域
で
の
開
発
を
促
進
し
て
、
輸
送
す
る
物
資
を
減
ら
そ
う
と
す
る
方
針
が
見
受
け
ら
れ
る
。
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こ
の
案
を
受
け
て
、
商
工
省
は
九
月
に
か
け
て
一
九
四
三
年
度
の
生
産
拡
充
計
画
を
ま
と
め
、
こ
れ
を
ふ
ま
え
て
一
〇
月
末
に
第
二
次
生
産
力
拡
充
計

画
を
企
画
院
に
提
出
す
る
予
定
で
、
作
業
を
進
め
て
策
定
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
陸
海
軍
の
船
舶
徴
傭
が
減
少
せ
ず
、
秋
以
降
は
船
舶
の
喪
失
も
増

加
し
て
、
さ
ら
に
海
上
輸
送
力
が
低
下
し
た
こ
と
で
、
結
局
、
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
の
一
九
四
二
年
度
内
の
策
定
は
困
難
に
な
っ
た
の
で
あ
る）

65
（

。
こ

う
し
た
内
外
の
経
済
状
況
の
な
か
で
、
一
九
四
二
年
一
一
月
に
政
府
は
臨
時
生
産
増
強
委
員
会
を
設
置
し
て
、
産
業
の
徹
底
し
た
重
点
化
と
、
臨
機
の
対

応
に
よ
る
生
産
の
維
持
を
優
先
す
る
よ
う
に
な
り）

66
（

、
政
府
全
体
で
の
長
期
的
な
産
業
建
設
計
画
へ
の
関
心
は
急
速
に
失
わ
れ
て
い
っ
た
。

（
三
）　

答
申
の
数
値
目
標
の
そ
の
後

　

で
は
、
そ
の
後
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
で
示
さ
れ
た
一
五
年
先
の
生
産
目
標
（
表
1
）
は
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
こ
れ

も
拙
著
で
明
ら
か
に
し
た
こ
と
で
あ
る
が
、
大
東
亜
国
土
計
画
の
基
礎
的
な
目
標
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
く
の
で
、
そ
の
概
略
を
み
て
お
こ
う
。

　
「
事
務
当
局
ノ
試
案
」
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た
大
東
亜
国
土
計
画
に
つ
い
て
、
そ
の
後
、
企
画
院
は
六
月
六
日
に
「
大
東
亜
国
土
計
画
素
案
（
第
二

次
案
）」  

を
立
案
し
て
、
地
域
別
に
要
領
を
整
理
し
な
お
し
た
。
そ
し
て
、
こ
の
第
二
次
の
「
素
案
」
を
基
礎
に
「
順
序
ト
シ
テ
大
東
亜
共
栄
圏
ノ
中
核

帯
タ
ル
日
満
支
中
特
ニ
重
要
基
礎
産
業
ノ
立
地
地
域
タ
ル
ベ
キ
黄
河
、
渤
海
地
域
ヲ
対
象
ト
シ
之
ガ
計
画
ノ
策
定
ヲ
進
ム
ル
コ
ト）

67
（

」 

に
し
、
各
地
域
の
よ

り
具
体
的
な
計
画
の
策
定
に
取
り
か
か
っ
た
。
そ
し
て
、
一
〇
月
一
〇
日
に
、
企
画
院
は
「
朝
鮮
・
満
洲
・
北
支
」
に
関
す
る
「
黄
海
渤
海
地
域
国
土
計

画
要
綱
案）

68
（

」
を
作
成
し
た
。
こ
の
案
で
は
、
各
地
域
の
主
要
物
資
の
生
産
目
標
を
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
答
申
「
大
東
亜
産
業
（
鉱
業
、
工
業

及
電
力
）
建
設
基
本
方
策
」
の
一
五
年
先
の
「
仮
目
標
」
に
合
わ
せ
て
、
各
地
域
の
生
産
目
標
数
値
を
算
出
し
た
「
重
要
産
業
ノ
十
五
ケ
年
後
生
産
仮
目

標
地
域
別
配
分
案
」（
表
8
）
が
付
表
と
し
て
つ
け
ら
れ
、
こ
の
表
の
数
値
を
も
と
に
、
各
地
域
の
産
業
配
置
を
定
め
て
い
た
。
鉄
鋼
、
石
炭
、
ア
ル
ミ

ニ
ウ
ム
、
硫
安
な
ど
の
物
資
の
全
体
量
は
答
申
の
「
仮
目
標
」
と
一
致
さ
せ
、
日
満
北
支
に
そ
れ
ら
の
生
産
比
重
を
高
く
し
た
配
分
計
画
を
立
て
て
い
た
。

　

こ
の
案
は
、
一
一
月
初
め
に
北
京
で
開
催
さ
れ
た
「
大
陸
連
絡
会
議
」
で
、
現
地
当
局
者
に
提
示
さ
れ
、
現
地
当
局
の
意
見
を
参
酌
し
て
成
案
を
得
た
。

さ
ら
に
、
関
係
省
庁
と
の
協
議
を
経
た
う
え
で
、
微
修
正
が
な
さ
れ
た
も
の
が
、
一
九
四
三
年
四
月
二
〇
日
に
京
城
で
開
催
さ
れ
た
「
大
陸
連
絡
会
議
」

に
提
出
さ
れ
た）

69
（

。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
三
地
域
の
「
産
業
、
人
口
、
交
通
ノ
配
分
ニ
関
ス
ル
一
指
針
ト
シ
テ
諸
計
画
策
案
上
参
考
ニ
供
セ
ラ
ル
ヘ
キ
モ
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期
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産
業
建
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標
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達
）

ノ）
70
（

」
と
し
て
了
解
を
得
た
。

　

こ
の
間
、
企
画
院
第
一
部
は
、
帝
国
の
内
地
と
外
地
の
計
画
で
あ

る
「
中
央
計
画
」
の
作
成
に
取
り
か
か
っ
た
。
一
九
四
二
年
一
二
月

一
四
日
に
は
「
中
央
計
画
ノ
策
定
ニ
関
ス
ル
件）

71
（

」
を
決
定
し
、
そ
の

作
成
方
針
や
作
成
方
法
を
定
め
た
。
こ
こ
で
、
重
要
な
こ
と
は
、
こ

の
計
画
の
目
標
時
期
を
一
五
年
後
と
し
、「
重
要
産
業
ノ
生
産
目
標

ハ
大
東
亜
建
設
審
議
会
案
ニ
基
キ
之
ヲ
設
定
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
」
と
、

こ
れ
ま
で
と
同
じ
よ
う
に
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
答
申
で

示
さ
れ
た
目
標
数
値
を
、
そ
の
生
産
目
標
に
設
定
し
た
こ
と
で
あ
っ

た
。
そ
し
て
、
企
画
院
で
は
、
院
内
や
他
の
省
の
関
係
官
と
も
連
絡

協
議
を
開
い
て
、
一
九
四
三
年
六
月
末
に
素
案
を
完
成
さ
せ
た
。
そ

の
後
、
さ
ら
に
検
討
を
加
え
て
、
一
〇
月
に
「
中
央
計
画
素
案
・
同

要
綱
案）

72
（

」
が
完
成
し
て
、
各
省
に
関
係
資
料
と
し
て
配
布
さ
れ
た
。

　

こ
の
よ
う
に
大
東
亜
国
土
計
画
の
立
案
で
は
、
大
東
亜
建
設
審
議

会
第
五
部
会
答
申
で
定
め
さ
れ
た
「
建
設
仮
目
標
」
が
基
準
と
な
り

続
け
た
。
こ
の
一
五
年
先
の
「
建
設
仮
目
標
」
を
そ
の
後
も
目
標
と

し
て
設
定
し
続
け
た
の
は
、
大
東
亜
国
土
計
画
は
、
第
一
段
階
の
目

前
の
戦
争
の
完
遂
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
く
、
第
二
段
階
で
あ

る
「
大
東
亜
建
設
」
の
完
成
を
目
指
し
て
実
施
す
る
も
の
で
あ
っ
た

た
め
で
あ
っ
た
。
企
画
院
内
の
検
討
と
政
府
内
の
参
考
案
で
あ
っ
た

表 8　 「黄海渤海地域国土計画要綱案」に付された国土計画の生産目標値（単位　
万トン）

地域 鉄鋼 石炭 アルミニ
ユーム 人造石油 硫安

曹達

電解曹達 曹達灰

朝鮮 300 1,500 20 - 80 30 -
満洲 700 20,000 20 200 70 30 80

北支 700 23,000 - 500 200 30 100

小計 1,700 44,500 40 700 350 90 180

小計／総計 57% 74% 50% 88% 58% 60% 60%

日本内地（樺太を含む） 1,000 11,300 20 100 230 50 120

台湾 100 700 10 - 20 10 -

中南支 - - - - - - -

南方 200 3,500 10 - - - -

総計 3,000 60,000 80 800 600 150 300

出典）酉水孜郎『資料・国土計画』（大明社、1975年）81頁。
備考）1.　 この表は「附表　重要産業ノ十五ケ年後生産仮目標地域別配分案（17.10.10）」

を見やすいように、多少加工したものである。
　　　2.　 人造石油については、原典では「人石」と記入されていた。なお、単位は「万

キロリットル」と注記されていた。さらに、朝鮮において「1」が記入されて
いるが、合計には算入されていないので、ここでは除外した。

　　　3.　 この表の「小計／総計」欄は、原典では「総計 100ニ対スル百分比」とされて
おり、「小計」も「合計」と記入されている。ここでは誤解を避けるために「小
計」と変え、「%」で表示した。

　　　4.　 大東亜産業（鉱業、工業及電力）建設基本方策」の「別表（建設仮目標）」には、
本表にある「曹達」は記載されていない。

　　　5.　 安達宏昭『「大東亜共栄圏」の経済構想』吉川弘文館、2013年、33頁より引用。
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が
、
戦
局
が
悪
化
す
る
な
か
で
も
、
目
標
は
維
持
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
建
設
仮
目
標
」
の
生
産
目
標
数
値
（
表
1
）
は
、
企
画
院
と

商
工
省
に
と
っ
て
、
大
東
亜
共
栄
圏
を
建
設
す
る
た
め
の
一
五
年
後
の
目
標
と
し
て
「
実
質
的
」
な
も
の
で
あ
っ
た
。
企
画
院
と
商
工
省
で
は
、
こ
の
数

値
を
目
標
に
、
資
材
、
労
力
、
資
金
な
ど
様
々
な
具
体
的
な
検
討
も
、
協
力
し
て
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
官
僚
に
と
っ
て
は
、
こ
の
数
値
目
標

を
実
現
す
る
こ
と
が
、「
現
実
的
」
な
「
長
期
間
」
を
見
据
え
た
政
策
課
題
で
あ
っ
た
。

　

だ
か
ら
こ
そ
、
そ
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
第
一
期
五
年
の
生
産
目
標
で
あ
っ
た
鋼
材
年
産
一
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
確
保
す
る
こ
と
は
「
絶
対
的

前
提
条
件
ナ
リ
」
と
考
え
、
商
工
省
で
は
、
五
月
に
そ
の
実
現
を
図
る
た
め
、
省
内
で
基
準
目
標
を
決
定
し
て
、
統
制
会
案
や
企
画
院
の
立
案
し
た
第
二

次
生
産
力
拡
充
計
画
（
二
月
案
）
な
ど
と
比
較
し
て
検
討
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
第
一
期
五
年
の
目
標
を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
そ
の
基
準
目

標
の
一
九
四
二
年
度
分
ま
で
「
現
実
ノ
昭
和
十
七
年
度
ヲ
当
該
計
画
第
一
年
度
目
標
ニ
迄
引
上
ゲ
ル
コ
ト
絶
対
ニ
必
要
ナ
リ
ト
思
料）

73
（

」
と
し
て
い
た
。
こ

の
た
め
六
月
に
企
画
院
で
作
成
さ
れ
た
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
案
は
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
一
五
年
先
を
目
標
と
し
た
長
期
的
期
間
計
画
と
の
密
接

な
関
係
を
持
つ
「
方
針
」
が
記
さ
れ
、「
大
東
亜
経
済
建
設
ノ
長
期
計
画
ト
併
行
的
ニ
実
施
ス
ル
モ
ノ
」
で
「
可
及
的
速
ニ
大
東
亜
経
済
建
設
ノ
期
間
計

画
ニ
移
行
ス
ル
モ
ノ
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
た
の
で
あ
る）

74
（

。
た
だ
、
一
期
五
年
に
当
た
る
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
が
、「
大
東
亜
経
済
建
設
ノ
期
間
計
画
」

に
お
け
る
第
一
期
の
目
標
と
の
差
が
大
き
く
な
っ
た
た
め
、
第
一
期
の
目
標
が
審
議
会
答
申
に
は
掲
載
さ
れ
な
い
こ
と
に
な
り
、
一
五
年
先
の
生
産
目
標

だ
け
が
「
別
表
」
と
し
て
「
建
設
仮
目
標
」
と
い
う
形
で
載
る
こ
と
に
な
っ
て
、「
大
東
亜
経
済
建
設
ノ
期
間
計
画
」
自
体
が
わ
か
り
づ
ら
い
も
の
に
な
っ

た
。

　

こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
る
な
ら
ば
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
で
の
一
五
年
先
の
「
建
設
仮
目
標
」
と
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
は
無
関
係
に
検
討
さ
れ

て
い
た
わ
け
で
は
な
く
、
両
者
と
も
密
接
な
関
係
を
持
ち
、「
現
実
的
」
な
計
画
と
し
て
検
討
さ
れ
て
い
た
と
評
価
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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そ
し
て
、
企
画
院
と
商
工
省
の
産
業
配
置
な
ど
を
め
ぐ
る
対
立
は
、
こ
の
一
期
五
年
の
生
産
目
標
を
達
成
す
る
た
め
の
方
法
も
要
因
に
な
っ
て
い
た
。

商
工
省
は
目
標
数
値
の
達
成
の
た
め
に
は
、
既
存
設
備
の
拡
充
に
重
点
を
置
き
、
企
画
院
は
日
満
北
支
へ
の
分
散
を
企
図
し
て
い
た
。
同
じ
生
産
目
標
を

目
指
し
な
が
ら
も
、
商
工
省
の
方
に
目
標
達
成
に
対
す
る
切
迫
感
が
強
く
、
そ
の
差
が
将
来
の
生
産
拠
点
の
配
置
構
想
に
も
影
響
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。

　

大
東
亜
国
土
計
画
に
つ
い
て
は
、
審
議
会
が
で
き
た
こ
と
に
よ
り
、
大
東
亜
国
土
計
画
が
あ
く
ま
で
「
事
務
当
局
ノ
試
案
」
に
留
ま
る
こ
と
に
な
っ
た

点
が
、
そ
の
関
係
に
お
い
て
最
も
重
要
な
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
答
申
に
お
け
る
生
産
目
標
と
の
関
係
で
は
、
国
土
計
画
が
考
え
て

い
た
二
期
一
五
年
と
い
う
期
間
設
定
が
影
響
を
与
え
た
こ
と
も
留
意
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
の
審
議
会
で
の
期
間
設
定
は
三
期
一
五
年
で

あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
戦
争
遂
行
に
全
力
を
充
て
る
期
間
と
、
そ
の
後
の
圏
域
に
お
け
る
経
済
建
設
な
ど
の
期
間
と
い
う
二
期
の
区
分
に
変
化
し
た
の
は
、

国
土
計
画
に
お
け
る
産
業
配
置
や
人
口
配
置
な
ど
の
配
分
計
画
の
実
行
と
関
連
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
、
大
東
亜
国
土
計
画
に
見
ら
れ
た
工
業
の
大
陸
分
散
の
構
想
が
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
第
四
部
会
答
申
「
大
東
亜
経
済
建
設
基
本
方
策
」
案
の

作
成
や
、
第
五
部
会
答
申
「
大
東
亜
産
業
（
鉱
業
、
工
業
及
電
力
）
建
設
基
本
方
針
」
案
に
修
正
を
も
た
ら
し
た
。
産
業
配
置
な
ど
「
長
期
計
画
」
構
想

に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
、
審
議
会
で
の
一
五
年
先
の
「
建
設
仮
目
標
」
が
決
定
し
た
後
は
、
そ
の
数
値
を
「
黄
海
渤

海
地
域
国
土
計
画
要
綱
案
」
や
「
中
央
計
画
素
案
・
同
要
綱
案
」
の
基
準
目
標
数
値
に
設
定
し
て
、
各
地
域
の
生
産
目
標
が
考
え
ら
れ
る
な
ど
、
強
い
関

連
を
持
ち
続
け
る
こ
と
に
な
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、
各
地
域
に
お
け
る
長
期
計
画
の
参
考
に
資
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　

た
だ
、
こ
の
一
五
年
後
の
「
建
設
仮
目
標
」
は
、
基
本
的
に
は
、
鋼
材
年
産
三
〇
〇
〇
万
ト
ン
を
基
準
し
て
、
他
の
物
資
の
目
標
（
増
産
）
が
決
ま
っ

て
い
た
。
こ
の
数
値
に
は
、
重
要
産
業
統
制
会
の
意
見
が
反
映
し
て
い
る
側
面
も
あ
る
が
、
そ
う
で
も
な
い
側
面
も
少
な
く
な
い
。
統
制
会
や
審
議
会
の

委
員
で
も
達
成
が
困
難
と
い
う
物
資
が
あ
っ
た
。
と
り
わ
け
、
石
炭
・
銅
な
ど
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
・
イ
ン
ド
を
含
む
こ
と
が
前
提
と
な
っ
て
お
り
、
そ

れ
で
も
達
成
は
困
難
と
考
え
ら
れ
た
物
資
も
あ
っ
た
。
し
か
し
、
当
時
の
官
僚
た
ち
に
と
っ
て
は
、
こ
の
「
建
設
仮
目
標
」
を
達
成
し
な
い
限
り
、
大
東

亜
共
栄
圏
の
安
定
し
た
圏
内
経
済
の
運
営
は
で
き
な
い
と
考
え
て
い
た
の
で
あ
る
。
特
に
、商
工
省
は
そ
の
目
標
に
到
達
す
る
た
め
に
基
準
を
作
成
し
て
、

そ
の
達
成
を
図
ろ
う
と
し
た
。
本
稿
の
分
析
を
通
し
て
、
商
工
省
の
こ
の
よ
う
な
生
産
力
拡
大
の
実
現
を
追
求
す
る
姿
勢
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
た
こ
と

は
、
生
産
拠
点
の
分
散
を
企
図
し
た
企
画
院
の
構
想
と
対
立
す
る
要
因
を
、
さ
ら
に
明
確
に
す
る
も
の
と
考
え
る
。
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大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
は
、
国
民
一
般
の
人
び
と
が
知
っ
て
い
い
と
判
断
さ
れ
た
主
要
な
内
容
だ
け
が
報
道
用
に
改
編
さ
れ
て
新
聞
な
ど
に
掲
載

さ
れ
た）

75
（

。
こ
の
た
め
、
他
の
計
画
と
は
異
な
り
、
一
般
の
人
び
と
の
目
に
と
ま
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
委
員
に
は
、
政
財
界
の
有
力
者
が
任
命
さ
れ
、

議
論
を
行
っ
た
。

　

た
だ
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
の
第
四
部
会
答
申
「
大
東
亜
経
済
建
設
基
本
方
策
」
や
第
五
部
会
答
申
「
大
東
亜
産
業
（
鉱
業
、
工
業
及
電
力
）
建
設
基

本
方
策
」
と
、
一
五
年
先
の
生
産
目
標
で
あ
る
「
別
表
（
建
設
仮
目
標
）」
を
実
際
に
作
成
し
た
の
は
、
幹
事
や
幹
事
補
佐
に
任
命
さ
れ
た
企
画
院
や
商

工
省
、
陸
軍
な
ど
の
官
僚
た
ち
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、
こ
れ
ら
の
答
申
の
重
要
な
事
項
は
一
般
の
人
び
と
に
は
伏
せ
ら
れ
た
。「
別
表
（
建
設
仮
目
標
）」

も
「
軍
資
秘
」
と
し
て
取
り
扱
わ
れ
た
。

　

こ
れ
ま
で
明
ら
か
に
し
た
よ
う
に
、
答
申
と
「
建
設
仮
目
標
」
は
、
大
東
亜
国
土
計
画
や
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
な
ど
の
政
府
内
で
の
長
期
計
画
や

構
想
と
も
、
密
接
な
関
係
を
持
っ
て
作
成
さ
れ
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
は
、
政
財
界
の
有
力
者
、
重
要
産
業
統
制
会
や
有

力
な
鉱
工
業
会
社
の
経
営
者
を
取
り
込
み
な
が
ら
、
政
府
内
の
各
政
策
立
案
主
体
が
、
当
時
の
彼
ら
に
と
っ
て
は
「
実
質
的
」
な
「
長
期
構
想
」
を
、
検

討
す
る
場
と
し
て
機
能
し
て
い
た
と
い
え
よ
う
。

　

※
本
研
究
は
、
Ｊ
Ｓ
Ｐ
Ｓ
科
研
費
、K

1703090

の
助
成
を
受
け
た
も
の
で
す
。

注

（
1
）　
「
大
東
亜
共
栄
圏
」「
経
済
建
設
」「
皇
国
」
な
ど
の
当
時
の
政
治
的
な
用
語
や
、
日
本
の
植
民
地
支
配
な
ど
に
と
も
な
い
使
用
さ
れ
た
が
、
今
日
で
は
不
適
切
な
呼
称
（「
満
洲
」「
満

洲
国
」「
支
那
」「
北
支
」「
朝
鮮
」
等
）
で
あ
る
地
域
名
は
、
本
来
「　

」
を
つ
け
て
使
用
す
べ
き
で
あ
る
が
、
本
文
で
は
煩
雑
と
な
る
た
め
「　

」
を
は
ず
し
た
。

（
2
）　

安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
―
圏
内
産
業
と
大
東
亜
建
設
審
議
会
―
』
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
三
年
。

（
3
）　

山
崎
志
郎
『
太
平
洋
戦
争
期
の
物
資
動
員
計
画
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
六
年
、
二
八
五
頁
。
な
お
、
同
書
は
「
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
戦
争
下
の
戦
時
統
制
経
済
に
お
い
て
行
わ

れ
た
、
重
要
物
資
の
需
給
調
整
を
図
っ
た
物
資
動
員
計
画
の
立
案
か
ら
実
施
ま
で
を
詳
細
に
解
明
し
た
大
著
」
で
、「
物
資
動
員
計
画
の
全
体
像
を
把
握
す
る
上
で
、
現
在
の
史
料



33

戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

状
況
を
鑑
み
れ
ば
、
他
に
得
ら
れ
な
い
不
可
欠
と
な
る
研
究
」
で
あ
る
（
安
達
宏
昭
「
書
評
・
山
崎
志
郎
著
『
太
平
洋
戦
争
期
の
物
資
動
員
計
画
』」（『
歴
史
と
経
済
』
第
二
四
二
号
、

二
〇
一
九
年
一
月
）。

（
4
）　

前
掲
（
註
2
）、
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』
一
二
頁
。

（
5
）　

同
前
書
、
三
頁
。

（
6
）　

た
だ
し
、
一
九
四
三
年
に
設
置
さ
れ
た
第
二
期
の
三
つ
の
部
会
で
は
、
短
期
的
な
具
体
策
の
検
討
が
求
め
ら
れ
た
の
で
、
実
際
の
政
策
と
の
関
連
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
こ
れ

ら
の
三
つ
の
部
会
に
つ
い
て
は
、
設
置
や
開
催
、
答
申
内
容
そ
の
も
の
が
国
民
に
は
広
報
さ
れ
て
お
ら
ず
、
拙
著
の
研
究
に
よ
り
初
め
て
活
動
の
概
要
が
明
ら
か
に
な
っ
た
。
そ
れ

ゆ
え
、
山
崎
氏
が
指
摘
す
る
「
広
報
機
関
」
と
い
う
位
置
づ
け
に
は
当
た
ら
な
い
。

（
7
）　

前
掲
（
註
2
）、
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』、
一
〇
〜
一
二
頁
。

（
8
）　

明
石
陽
至
・
石
井
均
（
解
題
）『
大
東
亜
建
設
審
議
会
関
係
史
料
（
総
会
・
部
会
・
速
記
録
）』（
全
四
巻
）﹇
編
集
復
刻
版
﹈
龍
渓
書
舎
、
一
九
九
五
年
の
う
ち
第
一
巻
「
第
六
回
議

事
速
記
録
」
一
頁
。

（
9
）　

前
掲
（
註
2
）、
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』、
第
二
章
〜
第
三
章
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）　

拙
著
で
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
国
内
事
項
で
担
当
省
庁
に
裁
量
が
任
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、「
政
府
施
策
ノ
基
準
」
と
な
っ
た
こ
と
か
ら
、
答
申
の
文
案
の
趣
旨
に
則
り

実
現
し
た
も
の
も
あ
っ
た
。
そ
れ
は
、
文
教
政
策
を
担
当
し
た
審
議
会
第
二
部
の
答
申
に
盛
り
込
ま
れ
た
「
修
学
年
限
短
縮
は
、
そ
れ
ま
で
の
教
育
審
議
会
な
ど
で
は
ま
っ
た
く
議

論
さ
れ
て
お
ら
ず
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
答
申
の
影
響
が
強
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
」（
同
前
書
、
一
三
頁
。
橋
口
菊
「
一
九
四
三
年
中
等
学
校
令
の
成
立
過
程
と
大
東
亜
建
設
審

議
会
」『
教
育
学
研
究
』
第
五
六
巻
第
二
号
、
一
九
八
九
年
六
月
）。
国
内
の
農
村
対
策
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
指
摘
が
高
岡
裕
之
か
ら
な
さ
れ
て
い
る
（
高
岡
裕
之
「
戦
時
期
日
本

の
人
口
政
策
と
農
業
政
策
」『
関
西
学
院
史
学
』
第
三
五
号
、
二
〇
〇
八
年
三
月
）。

（
11
）　

山
崎
志
郎
「
書
評
・
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
―
圏
内
産
業
と
大
東
亜
建
設
審
議
会
―
』」（『
歴
史
と
経
済
』
第
二
二
六
号
、
二
〇
一
五
年
一
月
）。

（
12
）　

た
だ
、
山
崎
志
郎
氏
は
、
本
稿
冒
頭
で
拙
著
を
批
判
し
た
部
分
の
本
文
に
お
い
て
は
、
第
五
部
会
の
答
申
の
内
容
を
挙
げ
、「
こ
れ
ら
は
、
平
行
し
て
検
討
を
進
め
て
い
た
第
二
次

生
産
力
拡
充
計
画
の
構
想
と
一
体
の
も
の
で
あ
っ
た
」
と
し
て
い
る
（
前
掲
（
註
3
）、
山
崎
志
郎
『
太
平
洋
戦
争
期
の
物
資
動
員
計
画
』
二
五
六
頁
）。
し
か
し
、
両
者
の
具
体
的

な
関
係
は
明
ら
か
に
は
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ど
の
よ
う
に
「
一
体
」
で
あ
っ
た
の
か
は
明
確
で
は
な
い
。
そ
し
て
、
こ
の
文
に
続
け
て
「
太
平
洋
戦
争
期
に
五
年
以
上
に
及
ぶ
長
期
計

画
を
策
定
、
実
施
す
る
こ
と
は
、
国
内
で
も
共
栄
圏
で
も
困
難
で
あ
っ
た
。
実
際
の
経
済
交
流
は
、
作
戦
・
戦
域
の
激
変
と
不
安
的
な
経
済
状
況
の
中
で
、
単
年
度
ご
と
に
輸
出
入

計
画
を
策
定
し
、
そ
れ
を
物
動
計
画
に
接
続
さ
せ
る
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
」（
同
二
五
六
頁
）
と
説
明
し
て
、
註
に
お
い
て
本
稿
冒
頭
で
の
拙
著
へ
の
批
判
を
行
っ
て
い
る
（
同

二
八
五
頁
）。

（
13
）　

前
掲
（
註
3
）、
山
崎
志
郎
『
太
平
洋
戦
争
期
の
物
資
動
員
計
画
』
一
一
七
頁
。

（
14
）　

す
で
に
山
崎
氏
の
審
議
会
に
対
す
る
評
価
に
つ
い
て
は
、
長
島
修
氏
か
ら
反
論
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。「
大
東
亜
建
設
審
議
会
に
関
す
る
研
究
は
、

安
達
宏
昭
（
二
〇
一
三
）
が
あ
る
。
こ
の
研
究
に
対
し
て
、
山
崎
志
郎
は
、
開
戦
前
か
ら
長
期
計
画
は
決
め
ら
れ
て
お
り
、
同
審
議
会
は
政
府
の
『
広
報
機
関
』
に
す
ぎ
な
い
と
い

う
評
価
を
あ
た
え
て
い
る
（
山
崎
二
〇
一
七
、 

二
八
五
頁
）。
南
方
占
領
地
と
い
う
新
し
い
条
件
の
下
で
の
長
期
計
画
は
、
同
審
議
会
に
お
い
て
、
整
理
さ
れ
て
提
起
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
り
、企
画
院
の
内
示
に
基
づ
き
統
制
会
を
は
じ
め
各
主
要
企
業
の
経
営
者
が
参
加
し
て
計
画
を
つ
く
り
あ
げ
て
お
り
、山
崎
の
評
価
に
は
賛
成
で
き
な
い
。
現
在
か
ら
み
る
と
、

確
か
に
誇
大
な
計
画
で
あ
る
が
、
一
九
四
二
年
当
時
こ
れ
が
大
真
面
目
に
語
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
当
時
の
雰
囲
気
と
実
態
を
あ
ら
わ
す
も
の
で
あ
っ
た
」（
長
島
修
「
南
方
軍
事
占
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領
下
に
お
け
る
日
本
鉄
鋼
業
の
展
開
」『
社
会
シ
ス
テ
ム
研
究
』
第
三
六
号
、
二
〇
一
八
年
三
月
）。
長
島
氏
は
、
こ
の
論
文
作
成
以
前
に
、
大
東
亜
建
設
審
議
会
と
鉄
鋼
業
の
分
析

を
行
っ
て
お
り
、そ
の
知
見
か
ら
も
山
崎
氏
の
見
解
を
批
判
し
た
と
思
わ
れ
る
（
長
島
修
「「
大
東
亜
共
栄
圏
」
と
鉄
鋼
業
」『
立
命
館
平
和
研
究
』
第
一
六
号
、二
〇
一
五
年
三
月
）。

（
15
）　
「
大
東
亜
建
設
審
議
会
設
置
ニ
関
ス
ル
件
ヲ
定
ム
」（『
公
文
類
聚
・
第
六
十
六
編
・
昭
和
十
七
年
・
第
五
ノ
五
巻
・
官
職
一
ノ
五
・
官
制
一
ノ
五
（
通
則
五
・
内
閣
一
）』
国
立
公
文

書
館
、
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
（JA

C
A

R

）R
ef:

A
03010001100

）

（
16
）　

企
画
院
研
究
会
『
大
東
亜
建
設
の
基
本
綱
領
』
同
盟
通
信
社
、
一
九
四
三
年
、
三
二
四
〜
三
三
二
頁
。

（
17
）　

前
掲
（
註
8
）、『
大
東
亜
建
設
審
議
会
関
係
史
料
（
総
会
・
部
会
・
速
記
録
）』
第
一
巻
。

（
18
）　

前
掲
（
註
16
）、『
大
東
亜
建
設
の
基
本
綱
領
』
三
二
四
〜
三
三
二
頁
。

（
19
）　
「
東
亜
ニ
於
ケ
ル
総
合
経
済
建
設
計
画
ノ
基
準
案
作
成
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
四
二
年
二
月
一
二
日
、
総
務
局
生
産
拡
充
課
（
商
工
省
―
筆
者
注
）、（
商
工
省
『
南
方
問
題
経
済
懇
談

会
（
大
東
亜
建
設
方
策
）』
所
収
、
返
赤
―
三
Ａ
―
一
四
―
一
三
―
三
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、JA

C
A

R
, R

ef. A
03032020000

）。

（
20
）　

企
画
院
総
裁
官
房
総
務
室
第
二
課
は
、
一
九
四
一
年
五
月
一
日
施
行
の
事
務
分
掌
規
程
に
よ
れ
ば
「
綜
合
国
力
ノ
拡
充
運
用
ニ
関
ス
ル
日
満
支
経
済
ニ
関
ス
ル
総
合
的
事
務
ヲ
掌
ル
」

部
署
で
あ
っ
た
（
石
川
準
吉
『
国
家
総
動
員
史
』
資
料
編
・
第
三
巻
、
国
家
総
動
員
史
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
、
六
四
頁
。）

（
21
）　
「
開
発
目
標
」
一
九
四
二
年
二
月
九
日
、
総
務
室
二
課
（
企
画
院
総
裁
官
房
―
筆
者
注
）、（
前
掲
（
註
19
）『
南
方
問
題
経
済
懇
談
会
（
大
東
亜
建
設
方
策
）』
所
収
）。

（
22
）　
「
統
制
会
ト
ノ
懇
談
会
第
一
回
」
記
録
（
同
前
簿
冊
所
収
）。

（
23
）　

同
前
。

（
24
）　
『
朝
日
新
聞
』
一
九
四
二
年
二
月
二
一
日
。

（
25
）　
『
美
濃
部
洋
次
文
書
』
東
京
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
、
雄
松
堂
書
店
発
行
マ
イ
ク
ロ
フ
ィ
ル
ム
版
『
美
濃
部
洋
次
文
書
』
一
九
九
一
年
。
文
書
の
後
に
（　

）
で
つ
い
て
い
る
の
は
、

文
書
番
号
を
示
す
。

（
26
）　

安
達
宏
昭
「
戦
時
期
国
土
計
画
に
お
け
る
朝
鮮
」（
韓
国
・
翰
林
大
学
校
日
本
学
研
究
所
『
翰
林
日
本
学
』
第
三
一
輯
、
二
〇
一
七
年
一
二
月
）、
同
「
戦
時
期
日
本
の
国
土
計
画
と

華
北
・
蒙
疆
」（『
年
報
・
日
本
現
代
史
』
第
二
三
号
、
二
〇
一
八
年
一
二
月
）、
同
「
二
战
时
期
日
本
的
〝
国
土
计
划
〞
与
殖
民
地
台
湾
」（
中
国
・
遼
寧
大
学
日
本
研
究
所
『
日
本

研
究
』
第
一
七
二
号
、
二
〇
二
〇
年
三
月
）。

（
27
）　

企
画
院
『
基
本
国
策
要
綱
』（
一
九
四
一
年
七
月
）
所
収
、
国
立
公
文
書
館
、JA

C
A

R
, R

ef:
 A

06033004700

。

（
28
）　
「
国
土
計
画
事
務
経
過
（
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
日
）」（『
国
策
計
画
綴　

昭
和
一
八
年
』
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
）、JA

C
A

R
, R

ef:
C

12121968100

。

（
29
）　

前
掲
（
註
27
）「
国
土
計
画
設
定
要
綱
」。

（
30
）　

前
掲
（
註
28
）「
国
土
計
画
事
務
経
過
（
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
日
）」。

（
31
）　
『
大
東
亜
国
土
計
画
関
係
綴
／
美
濃
口
調
査
官
』（
一
九
四
二
年
）
所
収
（
一
橋
大
学
経
済
研
究
所
所
蔵
）。
な
お
、
前
述
の
「
国
土
計
画
事
務
経
過
（
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
日
）」

に
は
、
三
月
上
旬
に
完
成
し
た
と
書
か
れ
て
お
り
一
致
す
る
。

（
32
）　

同
前
。

（
33
）　

前
掲
（
註
28
）、「
国
土
計
画
事
務
経
過
（
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
日
）」。

（
34
）　

前
掲
（
註
31
）、『
大
東
亜
国
土
計
画
関
係
綴
／
美
濃
口
調
査
官
』
所
収
。
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戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

（
35
）　
「
国
土
計
画
大
綱
素
案
」
一
九
四
二
年
四
月
四
日
（
石
川
準
吉
『
国
家
総
動
員
史
』
資
料
編
・
第
四
巻
、
国
家
総
動
員
史
刊
行
会
、
一
九
七
六
年
、
一
三
五
四
頁
）。

（
36
）　

企
画
院
「
大
東
亜
共
栄
圏
建
設
基
本
要
綱
」
一
九
四
二
年
一
月
一
六
日
（
国
立
国
会
図
書
館
憲
政
資
料
室
寄
託
『
柏
原
兵
太
郎
関
係
文
書
』N

o. 438

）。
こ
れ
が
大
東
亜
建
設
審
議

会
の
最
初
の
案
で
は
な
い
か
と
指
摘
し
て
い
る
の
は
、
古
川
隆
久
『
昭
和
戦
中
期
の
総
合
国
策
機
関
』（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
二
年
、
二
七
二
〜
二
七
四
頁
）
で
あ
る
。
ま
た
、

第
四
部
会
の
幹
事
は
、
企
画
院
総
裁
で
あ
り
、
そ
の
原
案
の
作
成
は
企
画
院
が
担
当
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

（
37
）　

前
掲
（
註
36
）『
柏
原
兵
太
郎
関
係
文
書
』N

o. 541

。

（
38
）　

前
掲
（
註
26
）、
安
達
宏
昭
「
戦
時
期
日
本
の
国
土
計
画
と
華
北
・
蒙
疆
」、
お
よ
び
前
掲
（
註
2
）、
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』
を
参
照
。

（
39
）　

前
掲
（
註
35
）、
石
川
準
吉
『
国
家
総
動
員
史
』
資
料
編
・
第
四
巻
、
一
一
〇
〇
〜
一
一
〇
三
頁
。

（
40
）　

前
掲
（
註
2
）、
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』
第
一
部
第
二
章
を
参
照
。

（
41
）　

商
工
省
の
一
九
四
一
年
四
月
一
二
日
に
改
定
さ
れ
た
分
課
規
定
で
は
、
総
務
局
に
は
総
務
課
、
生
産
拡
充
課
、
経
理
統
制
課
、
資
金
調
整
課
が
置
か
れ
、
総
務
課
は
「
一
、
重
要
商

工
政
策
ノ
総
合
調
整
ニ
関
ス
ル
事
項
、二
、国
家
総
動
員
計
画
ノ
設
定
及
遂
行
ニ
関
ス
ル
綜
合
事
務
ニ
関
ス
ル
事
項
」
な
ど
一
二
項
目
に
わ
た
る
総
合
調
整
を
お
こ
な
う
こ
と
に
な
っ

て
い
た
（
通
商
産
業
省
編
『
商
工
政
策
史
』
第
三
巻
、
一
九
六
二
年
、
二
六
〇
頁
）。
そ
し
て
、
統
制
会
と
の
懇
談
会
に
お
い
て
も
、
総
務
局
長
の
神
田
暹
や
、
総
務
課
長
の
美
濃

部
洋
次
が
、
各
物
資
の
数
量
な
ど
の
説
明
を
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
局
お
よ
び
課
が
立
案
で
も
中
心
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
（
前
掲
（
註
19
）『
南
方
問
題
経
済
懇
談
会
（
大

東
亜
建
設
方
策
）』）。

（
42
）　

前
掲
（
註
19
）『
南
方
問
題
経
済
懇
談
会
（
大
東
亜
建
設
方
策
）』
所
収
。

（
43
）　

前
掲
（
註
36
）『
柏
原
兵
太
郎
関
係
文
書
』N

o. 72
。
文
書
に
は
、「
軍
資
秘
」
と
「
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
五
部
会
配
付
資
料
」
と
い
う
表
記
が
な
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
第
五
部

会
の
審
議
速
記
録
に
は
、
文
書
名
だ
け
記
さ
れ
て
、
目
標
数
値
は
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
「
軍
資
秘
」
の
資
料
だ
っ
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

（
44
）　

前
掲
（
註
36
）『
柏
原
兵
太
郎
関
係
文
書
』N
o. 443

。

（
45
）　

前
掲
（
註
2
）、
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』
第
一
部
第
二
章
・
第
三
章
を
参
照
。

（
46
）　

山
崎
志
郎
『
戦
時
経
済
総
動
員
体
制
の
研
究
』
日
本
経
済
評
論
社
、
二
〇
一
二
年
、
二
一
三
頁
。

（
47
）　

原
朗
・
山
崎
志
郎
編
集
・
解
説
『
生
産
力
拡
充
計
画
資
料
・
第
七
巻　

昭
和
十
七
年
度
生
産
拡
充
実
施
計
画
・
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
立
案
資
料
』（
現
代
史
料
出
版
、

一
九
九
六
年
）
所
収
。
以
下
、
本
稿
で
は
、
同
書
を
「『
生
産
力
拡
充
計
画
資
料
』
第
七
巻
」
と
略
記
す
る
。

（
48
）　

前
掲
（
註
46
）、
山
崎
志
郎
『
戦
時
経
済
総
動
員
体
制
の
研
究
』
二
一
三
頁
。

（
49
）　

前
掲
（
註
47
）、『
生
産
力
拡
充
計
画
資
料
』
第
七
巻
、
一
〜
四
頁
。
な
お
、「
昭
和
十
七
年
度
生
産
拡
充
計
画
生
産
目
標
」
な
ど
が
収
め
ら
れ
た
別
表
な
ど
を
含
ん
だ
閣
議
決
定
自

体
の
文
書
は
、『
公
文
別
録
・
物
資
動
員
計
画
等
関
係
書
類
・
昭
和
四
年
〜
昭
和
二
十
年
・
第
九
巻
・
昭
和
十
七
年
』（
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、JA

C
A

R
, R

ef:
A

03023606900

）
に

所
収
さ
れ
た
も
の
を
参
照
し
た
。

（
50
）　

商
工
省
委
員
は
、
一
九
四
二
年
六
月
九
日
に
、
勅
令
第
五
六
六
号
「
内
閣
委
員
及
各
省
委
員
設
置
制
」
に
よ
り
設
置
さ
れ
た
も
の
で
、「
内
閣
及
各
省
（
陸
軍
省
及
海
軍
省
ヲ
除
ク
）

ニ
内
閣
委
員
及
各
省
委
員
若
干
人
ヲ
置
キ
職
務
ヲ
輔
ケ
シ
ム
」
と
さ
れ
た
。
委
員
は
、
帝
国
議
会
議
員
及
び
学
識
経
験
が
あ
る
者
か
ら
任
命
さ
れ
た
（「
御
署
名
原
本
・
昭
和
十
七
年
・

勅
令
第
五
六
六
号
・
内
閣
委
員
及
各
省
委
員
設
置
制
」
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、JA

C
A

R
, R

ef:
A

 03022746600

）。
商
工
省
委
員
の
職
務
は
、
こ
の
よ
う
な
商
工
省
の
所
管
事
項
の

説
明
を
聞
い
た
後
、
四
二
年
七
月
二
一
日
に
「
商
工
省
委
員
職
務
規
程
」
が
制
定
さ
れ
（「
商
工
省
委
員
職
務
規
程
制
定
ノ
件
」『
例
規
類
・
雑
類
・
文
書
課
・
昭
和
一
七
年
』
所
収
、
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国
立
公
文
書
館
所
蔵
、R

ef:
A

16110416100

）、
各
地
の
実
情
調
査
と
商
工
行
政
の
浸
透
に
当
た
っ
た
。
な
お
、
商
工
省
委
員
の
名
簿
は
、
七
月
一
三
日
の
運
営
概
要
に
付
け
ら
れ

て
い
る
が
、
全
員
が
貴
族
院
・
衆
議
院
議
員
で
あ
っ
た
（「
商
工
省
委
員
運
営
ニ
関
ス
ル
件
」
同
前
簿
冊
所
収
、R

ef:
A

16110415900

）。
こ
の
内
閣
委
員
及
び
各
省
委
員
に
つ
い

て
は
、
官
田
光
史
『
戦
時
期
日
本
の
翼
賛
政
治
』（
吉
川
弘
文
館
、
二
〇
一
六
年
、
八
四
、一
〇
六
〜
一
一
一
頁
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
51
）　
「
商
工
省
委
員
ニ
対
ス
ル
総
務
局
長
説
明
資
料
」
一
九
四
二
年
六
月
二
四
日
（
前
掲
『
美
濃
部
洋
次
文
書
』N

o. 928

。
な
お
、
前
掲
（
註
46
）、
山
崎
志
郎
『
戦
時
経
済
総
動
員
体
制

の
研
究
』
で
は
、
こ
の
文
書
か
ら
六
月
に
は
「
閣
議
了
解
を
得
て
、
作
業
が
再
開
さ
れ
た
」（
二
一
六
頁
）
と
記
述
し
て
い
て
、
五
月
八
日
の
閣
議
決
定
の
諒
解
事
項
で
決
定
し
た

こ
と
に
つ
い
て
の
説
明
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。

（
52
）　

商
工
省
総
務
局
生
産
拡
充
課
長
「
第
二
次
五
ヶ
年
生
産
拡
充
計
画
ニ
関
ス
ル
件
」
一
九
四
二
年
四
月
一
五
日
（
前
掲
（
註
47
）、『
生
産
力
拡
充
計
画
資
料
』
第
七
巻
所
収
）。

（
53
）　

外
務
省
記
録
『
大
東
亜
戦
争
ノ
経
済
、
貿
易
、
産
業
ニ
及
ボ
セ
ル
影
響
関
係
雑
件
（
支
那
事
変
及
第
二
次
欧
州
戦
争
ヲ
含
ム
）／
産
業
関
係
／
帝
国
産
業
政
策
関
係
』
所
収
、
外
務

省
外
交
史
料
館
所
蔵
、JA

C
A

R
, R

ef:
B

08060380200

。

（
54
）　

調
査
課
は
、
従
来
は
官
房
に
属
し
て
い
た
が
、
一
九
四
一
年
九
月
三
日
に
総
務
局
に
編
入
さ
れ
た
。
そ
れ
は
「
総
務
局
の
企
画
性
を
高
め
る
見
地
」
か
ら
で
、「
調
査
課
を
総
務
局

に
移
し
て
調
査
の
臨
戦
的
活
用
を
行
な
つ
た
」
と
い
う
（
前
掲
（
註
41
）、『
商
工
政
策
史
』
第
三
巻
、
二
六
六
頁
）。

（
55
）　

前
掲
（
註
53
）『
大
東
亜
戦
争
ノ
経
済
、
貿
易
、
産
業
ニ
及
ボ
セ
ル
影
響
関
係
雑
件
（
支
那
事
変
及
第
二
次
欧
州
戦
争
ヲ
含
ム
）／
産
業
関
係
／
帝
国
産
業
政
策
関
係
』
所
収
。

（
56
）　

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム
に
つ
い
て
は
、
調
査
課
の
「
説
明
」
に
お
い
て
、
検
討
の
結
果
三
〇
万
ト
ン
で
十
分
に
需
要
を
満
た
せ
る
と
試
算
し
た
が
、
帝
国
軽
金
属
統
制
株
式
会
社
が
五
〇
万

ト
ン
の
成
算
が
あ
る
と
し
て
い
る
の
で
、
省
内
目
標
は
そ
ち
ら
を
採
用
し
た
と
し
て
い
る
（
同
前
史
料
）。

（
57
）　

同
前
簿
冊
所
収
、JA

C
A

R
, R

ef:
B

08060380300
。

（
58
）　

前
掲
（
註
2
）、
安
達
宏
昭
『「
大
東
亜
共
栄
圏
」
の
経
済
構
想
』
第
三
章
。

（
59
）　

同
前
書
、
七
九
頁
の
表
四
を
参
照
。

（
60
）　

大
屋
敦
「
大
東
亜
共
栄
圏
内
軽
金
属
事
業
建
設
ニ
関
ス
ル
意
見
」
一
九
四
二
年
六
月
（『
大
東
亜
建
設
審
議
会
第
5
部
会
第
4
回
会
議
配
布
資
料
』
所
収
、
国
立
公
文
書
館
所
蔵
、

JA
C

A
R

, R
ef:

A
06030004000

）。

（
61
）　

大
屋
敦
「
大
東
亜
共
栄
圏
内
化
学
工
業
建
設
ニ
関
ス
ル
意
見
」
一
九
四
二
年
六
月
（
同
前
簿
冊
所
収
）。

（
62
）　

前
掲
（
註
47
）、『
生
産
力
拡
充
計
画
資
料
』
第
七
巻
所
収
。

（
63
）　

企
画
院
「
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
要
綱
（
案
）」
一
九
四
二
年
七
月
二
二
日
（
前
掲
（
註
36
）『
柏
原
兵
太
郎
関
係
文
書
』N

o. 588
-7

。

（
64
）　

前
掲
（
註
14
）、
長
島
修
「
南
方
軍
事
占
領
下
に
お
け
る
日
本
鉄
鋼
業
の
展
開
」
に
よ
れ
ば
、
一
九
四
二
年
七
月
に
商
工
省
は
、
南
方
に
お
け
る
木
炭
鉄
事
業
に
つ
い
て
、
各
企
業

に
提
示
し
、
重
要
資
源
企
業
化
調
査
を
行
う
こ
と
が
決
定
し
た
。
そ
し
て
、
マ
ラ
ヤ
で
は
四
三
年
三
月
か
ら
各
地
の
事
業
者
が
指
定
さ
れ
て
、
建
設
が
始
ま
っ
た
。

（
65
）　

八
月
以
降
の
経
緯
に
つ
い
て
は
、
前
掲
（
註
46
）、
山
崎
志
郎
『
戦
時
経
済
総
動
員
体
制
の
研
究
』
二
一
七
頁
を
参
照
。
さ
ら
に
、
翌
年
の
経
緯
も
書
か
れ
て
い
る
。

（
66
）　

同
前
書
を
参
照
。

（
67
）　

前
掲
（
註
28
）「
国
土
計
画
事
務
経
過
（
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
日
）」。

（
68
）　

酉
水
孜
郎
編
『
資
料
・
国
土
計
画
』
大
明
堂
、
一
九
七
五
年
、
七
四
〜
八
五
頁
。

（
69
）　

企
画
院
第
一
部
第
三
課
「
黄
海
渤
海
地
域
国
土
計
画
要
綱
案
」
一
九
四
三
年
四
月
一
二
日
（『
国
策
計
画
綴　

昭
和
一
八
年
』
所
収
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、JA

C
A

R
, R

ef:
 



37

戦
時
期
日
本
に
お
け
る
長
期
的
産
業
建
設
目
標
（
安
達
）

C
12121968000

。

（
70
）　

前
掲
（
註
28
）「
国
土
計
画
事
務
経
過
（
昭
和
一
八
年
一
〇
月
一
日
）」。

（
71
）　
『
国
策
計
画
綴　

昭
和
一
七
年
』
所
収
。
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
、JA

C
A

R
, R

ef:
 C

13120831800

。

（
72
）　

酉
水
孜
郎
編
『
資
料
・
国
土
計
画
』
大
明
社
、
一
九
七
五
年
、
八
六
〜
二
一
九
頁
。
ま
た
は
『
中
央
計
画
素
案
』JA

C
A

R
, R

ef :
C

12122178900

、『
中
央
計
画
素
案
（
第
二
部
地

域
別
方
針
）』C

12122182900

、『
中
央
計
画
素
案
（
第
三
部
地
方
計
画
に
関
す
る
事
頃
）』 C12122187400

、『
中
央
計
画
素
案
要
綱
』 C13120831900

、『
中
央
計
画
素
案
参
考
表
』

C
13120856900

（
以
上
、
防
衛
省
防
衛
研
究
所
所
蔵
）。

（
73
）　

前
掲
（
註
55
）
商
工
省
総
務
局
調
査
課
「
大
東
亜
産
業
目
標
関
係
資
料
」
一
九
四
二
年
五
月
。

（
74
）　

前
掲
（
註
62
）
企
画
院
第
二
部
「
第
二
次
生
産
力
拡
充
計
画
要
綱
（
案
）」。

（
75
）　

大
東
亜
建
設
審
議
会
の
答
申
な
ど
の
新
聞
発
表
の
内
容
は
、
前
掲
（
註
56
）『
大
東
亜
建
設
基
本
方
策
（
大
東
亜
建
設
審
議
会
答
申
）　

昭
和
一
七
年
七
月
』
に
答
申
本
体
と
と
も
に
、

「
新
聞
発
表
」
文
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
る
（JA

C
A

R
, R

ef:
C

12120393600

、C
12120393900

）。

※
本
稿
は
、
二
〇
一
八
年
一
〇
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
第
三
回
東
ア
ジ
ア
日
本
研
究
者
協
議
会
国
際
大
会
で
発
表
し
た
も
の
を
大
幅
に
改
編
し
た
も
の
で
あ
る
。
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Long-term Industrial Construction targets in Japan during World War II 
── The formation process under the “Greater East Asia  

Co-prosperity sphere” concept──

Adachi Hiroaki

　　This paper analyzes the process by which long-term production targets for major 
goods and products were set under the “Greater East Asia Co-Prosperity sphere” concept 
in Japan during World War II.　
　　After the outbreak of the war, within the Japanese government, the Planning board 
and the Ministry of Commerce and Industry began to set long-term production targets 
within the Greater East Asia Co-prosperity Area.　The target figures for the fifteen-year 
period starting in were laid down in the report of the Greater East Asia Construction 
Council in July 1942.　In February 1942, the two agencies asked private industry groups 
to estimate a fifteen-year target.　The two government agencies then worked together 
to create a target figure for 15 years as a part of the report of the Greater East Asia Con-
struction Council, referring to the figures submitted by these private industry groups.
　　However, the two agencies were developing two different long-term plans at the 
same time.　One was the Greater East Asia National Land Program and the other was 
the Second Production Capacity Expansion Plan aimed at five years from 1942.　This 
paper analyzes the relationship between these two plans and the target figures fifteen 
years from 1942, which was became part of the report of the Council.　As a result, all of 
these plans were closely related.　
　　Because the council decided to prepare a report, the Greater East Asia National Land 
Program was no longer dictated within the government.　However, the idea of industrial 
allocation influenced the report.　The Ministry of Commerce and Industry sought to 
make the Second Productivity Expansion Plan part of the fifteen-year period plan in the 
Council's report.
　　Achieving the industrial target figures fifteen years after the drafting of the report 
was a difficult proposition in view of Japan’s productivity at that time.　However, Japa-
nese government bureaucrats believed it would be difficult to build the Greater East Asia 
Co-Prosperity Area without achieving that goal.　Therefore, the bureaucrats of the Plan-
ning Board and the Ministry of Commerce and Industry, while cooperating, were at odds 
with each other over how to realize it.　They tried to make the annual plan in front of 
them as close as possible to the requirements for the longer-term plan target figures of 
various products described in the report.　The Greater East Asia Construction Council 
was a place for bureaucrats at the time to deliberate and decide on long-term plans and 
ideas that they thought were feasible.


